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日
蓮
遺
文
の
釈
尊
本
生
譚

高
森
大
乗

一
、
は
じ
め
に

本
論
文
は
、
鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
仏
教
者
の
ひ
と
り
、
日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）
の
著

述
・
書
簡
等
の
文
書
（
以
下
、
日
蓮
遺
文
あ
る
い
は
単
に
遺
文
と
呼
ぶ
）
を
も
と
に
、
釈
尊
の
本
生
に
関

す
る
記
述
を
整
理
し
、
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

標
題
で
い
う
「
釈
尊
」
と
は
、
爾
前
経
な
ら
び
に
法
華
経
迹
門
に
示
さ
れ
る
始
成
正
覚
の
仏
陀
た
る
釈

（
１
）

迦
牟
尼
世
尊
を
さ
す
も
の
と
定
義
す
る
。
よ
っ
て
、
本
論
は
、
久
遠
本
仏
の
本
因
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
ま
た
、
標
題
の
「
本
生
譚
」
と
は
、
九
部
経
・
十
二
部
経
の
一
で
、

闍
多
迦
の
こ
と
を
言
い
、
仏
の
前
世
で
の
行
状
を
説
く
も
の
に
し
て
、
本
生
・
本
起
・
本
生
談
・
本
生
経

・
前
生
譚
と
も
い
う
。

（
２
）

日
蓮
遺
文
に
お
け
る
釈
尊
本
生
譚
の
位
置
づ
け
は
、
他
の
多
く
の
譬
喩
・
説
話
・
故
事
な
ど
の
引
用
と

同
様
、
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
門
弟
（
弟
子
・
檀
越
）
に
応
じ
た
日
蓮
聖
人
の
教
化
の

具
体
的
手
法
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
蓮
聖
人

の
教
義
や
理
念
あ
る
い
は
思
想
構
造
の
一
端
を
補
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
更
に
、
そ
の
典
拠
を
つ
ま
び
ら

か
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
が
披
閲
し
た
で
あ
ろ
う
文
献
の
範
囲
を
特
定
し
て
ゆ
く
こ
と
も
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
日
蓮
聖
人
の
釈
尊
観
を
め
ぐ
る
研
究
と
も
関
連
す
る
問
題
を
は
ら
ん

で
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
か
つ
て
譬
喩
的
表
現
の
分
析
を
視
座
と
し
た
日
蓮
聖
人
の
釈
尊
観
の
考
察
を

若
干
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
度
の
論
文
で
は
視
点
を
変
え
て
、
釈
尊
の
本
生
譚
に
焦
点
を
絞

（
３
）

り
、
釈
尊
の
因
行
を
日
蓮
聖
人
が
い
か
に
認
識
し
、
解
釈
し
た
か
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
の

釈
尊
観
を
研
究
す
る
た
め
の
資
助
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
し
た
日
蓮
遺
文
は
、
日
蓮
自
筆
文
書
の
う
ち
真
筆
が
完
存
ま
た
は
ほ
ぼ
完

全
に
現
存
し
て
い
る
真
蹟
現
存
遺
文
、
真
蹟
が
か
つ
て
実
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の

後
に
焼
失
ま
た
は
損
失
し
現
在
は
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
て
い
る
真
蹟
曽
存
遺
文
、
真
蹟
の
一

部
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
全
体
像
が
後
世
の
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
の
み
復
元
さ
れ
て
い
る
真
蹟
断
片
現

存
遺
文
に
限
定
し
た
。
論
文
の
性
格
上
、
教
説
意
図
の
明
確
で
は
な
い
真
蹟
現
存
図
録
（
一
部
例
外
を
除

く
）
、
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
も
全
体
像
が
復
元
で
き
ず
更
に
前
後
の
文
章
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
全
体

の
文
意
が
明
白
で
は
な
い
真
蹟
断
簡
現
存
遺
文
、
そ
の
他
、
経
論
釈
疏
等
抄
出
の
要
文
類
・
書
入
本
お
よ

び
直
筆
写
本
類
は
、
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。
な
お
、
典
拠
と
し
て
示
し
た
日
蓮
遺
文
の
頁
数
は
、
立
正

大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』（
身
延
山
久
遠
寺
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
っ
た
。

二
、
日
蓮
遺
文
所
引
の
釈
尊
本
生
譚

ま
ず
、
日
蓮
遺
文
に
み
え
る
釈
尊
本
生
譚
に
関
し
て
、
因
位
の
具
名
を
も
と
に
整
理
す
る
と
、
以
下
（
一
）

～
（
一
八
）
の
一
八
種
類
の
本
生
譚
が
引
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
（
一
八
）
に
つ
い

て
は
因
位
の
名
が
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
次
下
に
、
各
々
の
本
生
譚
ご
と
に
、
具
体
的
な
遺
文
中
の
表

記
を
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
各
遺
文
名
に
付
し
た
（

）
内
の
算
用
数
字
は
、
本
稿
に
お
け
る

便
宜
上
の
遺
文
の
通
し
番
号
と
す
る
。

（
一
）
愛
法
梵
士
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釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
法
を
求
め
、
菩
薩
行
を
修
し
て
い
た
時
の
名
。
一
二
年
間
、
閻
浮
提
を
周
遍

し
て
法
を
求
め
て
い
た
愛
法
梵
士
は
、
一
人
の
婆
羅
門
に
出
逢
い
、
皮
を
剥
い
で
紙
と
し
、
骨
を
筆
と
し
、

血
を
も
っ
て
書
せ
ば
、
一
句
を
説
か
ん
と
言
わ
れ
た
の
で
、
直
ち
に
骨
を
破
り
、
皮
を
剥
ぎ
、
血
を
も
っ

て
書
写
し
、
「
如
法
ハ

応

修
行
ス

非
法
ハ

不

応
ラ

行
ズ

今
世
若
シ
ハ

後
世

行
ズ
ル

法
ヲ

者
ハ

安
穏
ナ
リ

」
の
二

二

一

レ

レ

レ

〇
字
を
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
『
大
智
度
論
』
巻
一
六
（
『
正
蔵
』
二
五
巻
一
七
八
頁
ｃ
）
に
み

え
る
。
日
蓮
遺
文
で
は
、
（
１
）
の
『
日
妙
聖
人
御
書
』
の
み
に
み
え
る
が
、
但
し
、
遺
文
中
に
は
「
愛

法
梵
士
」
の
固
有
名
詞
は
な
し
。
（
１
）
（
７
）
の
説
示
は
、
『
大
智
度
論
』
巻
四
九
所
説
の
楽
法
梵
士
の

故
事
と
、
同
巻
一
六
所
説
の
愛
法
梵
士
の
故
事
と
が
融
合
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』

巻
八
（
『
正
蔵
』
四
六
巻
四
一
〇
頁
ｂ
）
の
説
示
に
基
づ
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。『
日
妙
聖
人
御
書
』

で
は
、
幼
い
乙
御
前
を
連
れ
て
鎌
倉
よ
り
佐
渡
の
日
蓮
聖
人
の
も
と
を
訪
れ
た
日
妙
尼
に
対
し
て
、
そ
の

行
為
は
、
楽
法
梵
士
・
釈
迦
菩
薩
（
二
種
）
・
雪
山
童
子
・
薬
王
菩
薩
・
常
不
軽
菩
薩
・
須
頭
檀
王
の
七

聖
の
求
法
、
お
よ
び
薩
■
王
子
・
尸
毘
王
・
須
陀
摩
王
・
忍
辱
仙
人
・
能
施
太
子
・
尚
闍
梨
仙
人
等
に
代

表
さ
れ
る
先
聖
の
因
行
に
も
匹
敵
す
る
と
賞
賛
し
、
日
妙
尼
の
成
仏
の
疑
い
な
き
こ
と
を
説
く
。
（
１
）

『
日
妙
聖
人
御
書
』
（
六
四
一
～
六
四
二
頁
）
→
（
７
）
を
参
照

（
二
）
有
徳
王

釈
尊
本
生
の
ひ
と
つ
。
過
去
無
量
劫
の
昔
、
正
法
を
弘
通
す
る
覚
徳
比
丘
を
護
っ
て
殉
教
し
た
王
。
正

法
を
護
持
す
る
こ
と
で
無
量
の
果
報
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
。
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
（
『
正
蔵
』
一

二
巻
三
八
四
頁
ａ
）
に
み
え
る
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
大
般
涅
槃
経
』
で
は
次
下
に
執
持
刀
杖

論
が
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
執
持
刀
杖
即
持
戒
の
例
証
と
し
て
有
徳
王
の
本
生
譚
が
引
か
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
遺
文
中
で
は
、
以
下
の
（
２
）
～
（
５
）
の
四
点
の
引
用
が
み
え
、
い
ず
れ
も
が
、
正
法
護

持
・
謗
法
禁
断
の
論
拠
と
し
て
引
か
れ
、
特
に
有
徳
王
の
故
事
に
基
づ
い
て
正
法
護
持
の
た
め
の
国
家
の

介
入
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
、（
４
）
の
み
「
有
得
」
と
表
記
さ
れ
る
。

（
２
）『
守
護
国
家
論
』（
一
二
五
頁
）

時
ニ

有
リ

国
王

、
名
ヲ

曰
フ

有
徳
ト

。
乃
至
為
ノ

護
ラ
ン
ガ

法
ヲ

故
ニ

、
乃
至
与

是
破
戒
ノ

諸
ノ

悪
比
丘

極
メ
テ

共

二

一

二

一

レ

レ

二

一

ニ

戦
闘
ス

。
乃
至
王
於
テ

是
時
ニ

得

聞
ク
コ
ト
ヲ

法
ヲ

已
テ

心
大
ニ

歓
喜
シ

、
尋
テ

即
命
終
シ
テ

生
ズ

阿
腴
仏
ノ

国
ニ

。

二

一

レ

レ

二

一

（
３
）『
立
正
安
国
論
』（
二
二
二
、
一
四
七
〇
頁
）

爾
時
ニ

多
ク

有
リ

破
戒
ノ

比
丘

。
聞
キ

作
ス
ヲ

是
説
ヲ

皆
生
ジ

悪
心
ヲ

、
執
―

持
シ
テ

刀
杖
ヲ

逼
ム

是
法
師
ヲ

。
是
時
ノ

二

一

レ

二

一

二

一

二

一

二

一

国
王
名
ヲ

曰
フ

有
徳
ト

。
聞
キ

是
事
ヲ

已
テ

、
為
ノ

護
法
ノ

故
ニ

、
即
チ

便
往
―

至
シ
テ

説
法
者
ノ

所
ニ

、
与

是
破
戒

二

一

二

一

二

一

二

一

二

ノ

諸
ノ

悪
比
丘

極
メ
テ

共
ニ

戦
闘
ス

。
爾
時
ニ

説
法
者
得
タ
リ

免
ル
ル
コ
ト
ヲ

厄
害
ヲ

。
王
於
テ

爾
時
ニ

身
ニ

被
リ

刀
剣
箭

一

レ

二

一

二

一

二

槊
瘡
ヲ

、
体
ニ

無
シ

完
キ

処
ハ

如
キ

芥
子
ノ

許
モ

。
爾
時
ニ

覚
徳
尋
テ

讃
メ
テ

王
ヲ

言
ク

、
善
哉
善
哉
。
王
今
真
ニ

是

一

下

二

一
ば
か
り

上

つ
い

レ

護
ル

正
法
ヲ

者
ナ
リ

。
当
来
之
世
ニ

此
身
当
ニ

為
ル

無
量
ノ

法
器
ト

。
王
於
テ

是
時
ニ

得

聞
ク
コ
ト
ヲ

法
ヲ

已
テ

心
大
ニ

二

一

レ

二

一

二

一

レ

レ

歓
喜
シ

、
尋
テ

即
命
終
シ
テ

生
ズ

阿
腴
仏
ノ

国
ニ

。
而
モ

為
ニ

彼
仏
ノ

作
ル

第
一
ノ

弟
子
ト

。
（
中
略
）
覚
徳
比
丘

二

一

二

一

二

一

却
テ

後
寿
終
リ
テ

、
亦
得

往
―

生
ス
ル
コ
ト

阿
腴
仏
国
ニ

。
而
為
ニ

彼
仏
ノ

作
ル

声
聞
衆
ノ

中
ノ

第
二
ノ

弟
子
ト

。
若

レ

二

一

二

一

二

一

有
ラ
ン

正
法
欲
ス
ル
コ
ト

尽
ン
ト

時
、
応
シ

当
ニ

如
ク

是
受
持
シ

擁
護
ス

。
迦
葉
、
爾
時
ノ

王
ト

者
則
我
身
是
ナ
リ

。
説

二

一
レ

べ

二

レ

一

法
ノ

比
丘
ハ

迦
葉
仏
是
ナ
リ

。

（
４
）『
金
吾
殿
御
返
事
』（
四
五
九
頁
）

す
で
に
年
五
十
に
及
ビ

ぬ
。
余
命
い
く
ば
く
な
ら
す
。
い
た
づ
ら
に
広
野
に
す
て
ん
身
を
、
同
ク

は
一

乗
法
華
の
か
た
に
な
げ
て
、
雪
山
童
子
・
薬
王
菩
薩
の
跡
を
お
ひ
、
仙
豫
・
有
得
の
名
を
後
代
に
留

メ

て
、
法
華
涅
槃
経
に
説
キ

入
レ

ら
れ
ま
い
ら
せ
ん
と
願
フ

と
こ
ろ
也
。
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（
５
）『
滝
泉
寺
申
状
』（
一
六
八
二
頁
）

歓
喜
仏
ノ

末
、
諸
小
乗
権
大
乗
ノ

者
、
殺
―

害
セ
ン
ト
ス

法
華
経
ノ

行
者
覚
徳
比
丘
ヲ

。
有
徳
国
王
、
諸
小
権

二

一

法
師
等
ヲ

或
ハ

射
殺
シ

、
或
ハ

切
殺
シ

、
或
ハ

打
殺
シ

、
為
ル

迦
葉
仏
等
ト

。

二

一

（
三
）
楽
法
梵
士

釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
法
を
楽
い
求
め
、
菩
薩
行
を
修
し
て
い
た
時
の
名
。
楽
法
梵
士
が
四
方
に
法

ね
が

を
求
め
て
菩
薩
行
を
修
し
て
い
た
時
、
婆
羅
門
に
身
を
変
じ
た
悪
魔
が
、
身
の
皮
を
紙
と
し
、
骨
を
も
っ

て
筆
と
し
、
血
を
も
っ
て
墨
と
し
て
書
写
す
る
な
ら
ば
、
仏
の
一
偈
を
教
え
よ
う
言
っ
た
た
め
、
楽
法
梵

士
は
即
時
に
自
ら
の
皮
を
剥
ぎ
、
こ
れ
に
偈
を
書
写
し
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
、
悪
魔
は
忽
ち
に
消
え
、

楽
法
梵
士
の
求
法
を
知
っ
た
仏
が
下
方
か
ら
現
れ
て
、
深
法
を
説
き
、
こ
れ
を
聞
い
た
楽
法
梵
士
は
、
無

生
法
忍
（
諸
法
の
不
生
不
滅
を
悟
る
不
退
位
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
『
大
智
度
論
』
巻
四
九

（
『
正
蔵
』
二
五
巻
四
一
二
頁
ａ
）
に
み
え
る
。
遺
文
中
で
は
、
（
６
）
～
（
９
）
は
い
ず
れ
も
、
先
聖

の
行
法
・
求
法
と
末
代
の
行
法
・
求
法
の
比
較
に
つ
い
て
説
き
示
し
た
も
の
で
、
（
６
）
（
７
）
は
日
蓮

聖
人
の
成
仏
観
と
も
関
わ
る
内
容
に
も
な
っ
て
い
る
。

（
６
）『
開
目
抄
』（
六
〇
九
頁
）

釈
迦
菩
薩
は
肉
を
う
る
。
楽
法
は
骨
を
筆
と
す
。
天
台
ノ

云
ク

、
適
フ

時
ニ

而
已
等
云
云
。
仏
法
は
時
に

レ

よ
る
べ
し
。
日
蓮
が
流
罪
ハ

今
生
ノ

小
苦
な
れ
ば
な
げ
か
し
か
ら
ず
。
後
生
に
は
大
楽
を
う
く
べ
け
れ

ば
大
に
悦
バ

し
。

（
７
）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
一
～
六
四
二
頁
）

過
去
に
楽
法
梵
志
と
申
ス

者
あ
り
き
。
十
二
年
の
間
、
多
の
国
を
め
ぐ
り
て
如
来
の
教
法
を
求
む
。

時
に
総
て
仏
法
僧
の
三
宝
一
も
な
し
。
此
ノ

梵
志
の
意
は
渇
し
て
水
を
も
と
め
、
飢
ヘ

て
食
を
も
と
む

る
が
ご
と
く
、
仏
法
を
尋
ね
給
ヒ

き
。
時
に
婆
羅
門
あ
り
、
求
メ

て
云
ク

、
我
れ
聖
教
を
一
偈
持
て
り
。

若
シ

実
に
仏
法
を
願
は
ば
当
に
あ
た
ふ
べ
し
。
梵
志
答
テ

云
ク

し
か
な
り
。
婆
羅
門
の
云
ク

、
実
に
志
あ

ら
ば
皮
を
は
い
で
紙
と
し
、
骨
を
く
だ
い
て
筆
と
し
、
髄
を
く
だ
い
て
墨
と
し
、
血
を
い
だ
し
て
水

と
し
て
書
カ

ん
、
と
云
は
ゞ
仏
の
偈
を
説
カ

ん
。
時
に
此
梵
志
悦
ビ

を
な
し
て
彼
が
申
ス

ご
と
く
し
て
、

皮
を
は
い
で
ほ
し
て
紙
と
し
、
乃
至
一
言
を
も
た
が
へ
ず
。
時
に
婆
羅
門
忽
然
と
し
て
失
ぬ
。
此
の

う
せ

梵
志
天
に
あ
ふ
ぎ
、
地
に
ふ
す
。
仏
陀
此
を
感
じ
て
下
方
よ
り
涌
出
て
説
て
云
ク

、
如
法
ハ

応

修
行
ス

二

一

非
法
ハ

不

応
ラ

行
ズ

今
世
若
シ
ハ

後
世

行
ズ
ル

法
者
ハ

安
穏
ナ
リ

等
云
云
。
此
梵
志
須
臾
に
仏
に
な
る
。

レ

レ

レ

此
は
二
十
字
な
り
。

（
８
）『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
九
六
〇
頁
）

雪
山
童
子
は
半
偈
の
た
め
に
身
を
な
げ
、
常
啼
菩
薩
は
身
を
う
り
、
善
財
童
子
は
火
に
入
リ

、
楽
法

梵
士
は
皮
を
は
ぐ
、
薬
王
菩
薩
は
臂
を
や
く
、
不
軽
菩
薩
は
杖
木
を
か
う
む
り
、
師
子
尊
者
は
頭
を

は
ね
ら
れ
、
提
婆
菩
薩
は
外
道
に
こ
ろ
さ
る
。
此
等
は
い
か
な
り
け
る
時
ぞ
や
と
勘
う
れ
ば
、
天
台

大
師
は
適
フ

時
ニ

而
已
と
か
か
れ
、
章
安
大
師
は
取
捨
得
テ

宜
ヲ

不

可

一
向
ニ
ス

と
し
る
さ
る
。
法
華
経

レ

レ

レ

二

一

は
一
法
な
れ
ど
も
機
に
し
た
が
ひ
時
に
よ
り
て
其
行
万
差
な
る
べ
し
。

（
９
）『
忘
持
経
事
』（
一
一
五
〇
頁
）

夫
レ

常
啼
菩
薩
ハ

向
テ

東
ニ

求
メ

般
若
ヲ

、
善
財
童
子
ハ

向
テ

南
ニ

得
ル

花
厳
ヲ

。
雪
山
ノ

小
児
ハ

半
偈
ニ

投
ゲ

身
ヲ

、

レ

二

一

レ

二

一

レ

楽
法
梵
志
ハ

一
偈
ニ

剥
グ

皮
ヲ

。
此
等
ハ

皆
上
聖
大
人
也
。
検
ル
ニ

其
迹
ヲ

居
シ

地
住
ニ

、
尋
ヌ
レ
バ

其
本
ヲ

等
妙
ナ
ル

レ

二

一

二

一

二

一

耳
。
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（
四
）
薩
券
王
子
（
摩
訶
薩
券
王
子
）

釈
尊
が
過
去
世
（
因
位
）
に
お
い
て
菩
薩
行
を
修
し
て
い
た
時
の
名
。
摩
訶
羅
陀
大
王
の
第
三
子
で
、

正
し
く
は
摩
訶
薩
券
王
子
と
い
う
。
王
子
が
あ
る
と
き
摩
訶
波
那
羅
・
摩
訶
提
婆
と
い
う
ふ
た
り
の
兄
と

と
も
に
竹
林
で
遊
ん
で
い
た
時
、
七
匹
の
子
を
産
ん
で
飢
え
た
虎
を
見
つ
け
、
こ
れ
を
愍
ん
だ
王
子
は
自

分
の
身
を
虎
に
与
え
て
助
け
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
王
子
が
今
の
釈
尊
で
あ
り
、
摩
訶
波
那
羅
は
弥
勒
菩

薩
、
摩
訶
提
婆
は
提
婆
達
多
で
あ
る
と
い
う
。
投
身
飼
虎
・
投
身
餓
虎
の
本
生
な
ど
と
呼
ぶ
。
『
菩
薩
本

生
鬘
論
』
巻
一
（
『
正
蔵
』
三
巻
三
三
二
頁
ｃ
）
、『
金
光
明
経
』
巻
四
（
『
正
蔵
』
一
六
巻
三
五
四
頁
ａ
）
、

『
賢
愚
経
』
巻
一
（
『
正
蔵
』
四
巻
三
五
二
頁
ｂ
）
な
ど
に
み
え
る
。
遺
文
中
の
引
用
は
、（

）
～
（

）

10

13

の
事
例
の
い
ず
れ
も
が
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
説
示
を
通
じ
て
、
成
仏
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）

10
此
妙
の
珠
は
昔
釈
迦
如
来
の
檀
波
羅
蜜
と
申
シ

て
、
身
を
う
え
た
る
虎
に
か
ひ
（
飼
）
し
功
徳
、
鳩

に
か
ひ
（
貿
）
し
功
徳
、
尸
羅
波
羅
蜜
と
申
て
須
陀
摩
王
と
し
て
そ
ら
ご
と
せ
ざ
り
し
功
徳
等
、
忍

辱
仙
人
と
し
て
歌
梨
王
に
身
を
ま
か
せ
し
功
徳
、
能
施
太
子
・
尚
闍
梨
仙
人
等
の
六
度
の
功
徳
を
妙

の
一
字
に
を
さ
め
給
ヒ

て
、
末
代
悪
世
の
我
等
衆
生
に
一
善
も
修
せ
ざ
れ
ど
も
六
度
万
行
を
満
足
す

る
功
徳
を
あ
た
へ
給
フ

。

（

）『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』（
七
〇
七
頁
）

11
以
テ

迹
門
爾
前
之
意
ヲ

論
ズ
レ
バ

之
ヲ

、
教
主
釈
尊
ハ

始
成
正
覚
ノ

仏
也
。
尋
ネ

求
レ
バ

過
去
ノ

因
行
ヲ

者
、
或
ハ

能

二

一

レ

二

一

施
太
子
、
或
ハ

儒
童
菩
薩
、
或
ハ

尸
毘
王
、
或
ハ

薩
券
王
子
。
或
ハ

三
祇
百
劫
、
或
ハ

動
喩
塵
劫
、
或
ハ

無

量
阿
僧
祇
劫
、
或
ハ

初
発
心
時
、
或
ハ

三
千
塵
点
等
之
間
供
―

養
シ

七
万
五
千
・
六
千
・
七
千
等
之
仏
ヲ

、

二

一

積
ミ

劫
ヲ

行
満
ジ
テ

今
成
リ
タ
マ
フ

教
主
釈
尊
ト

。

レ

二

一

（

）『
撰
時
抄
』（
一
〇
二
九
頁
）

12
身
を
苦
シ

め
て
な
に
か
せ
ん
。
心
に
染
て
よ
う
な
し
。
幸
ヒ

我
等
末
法
に
生
レ

て
、
一
歩
を
あ
ゆ
ま
ず

そ
み

し
て
三
祇
を
こ
え
、
頭
を
虎
に
か
わ
（
飼
）
ず
し
て
無
見
頂
相
を
え
ん
。

（

）『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
（
一
五
四
六
頁
）

13
釈
迦
如
来
は
我
レ

薩
券
王
子
た
り
し
時
、
う
へ
た
る
虎
に
身
を
か
い
（
飼
）
し
功
徳
、
尸
毘
王
と
あ

り
し
時
、
鳩
の
た
め
に
身
を
か
へ
し
功
徳
を
ば
、
我
ガ

末
の
代
か
く
の
ご
と
く
法
華
経
を
信
ぜ
ん
人

に
ゆ
づ
ら
む
と
こ
そ
、
多
宝
・
十
方
の
仏
の
御
前
に
て
は
申
サ

せ
給
ヒ

し
か
。

（
五
）
尸
毘
王

釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
菩
薩
と
し
て
六
波
羅
蜜
を
修
し
て
い
た
時
の
名
。
毘
首
竭
摩
を
通
じ
て
、
菩

薩
行
を
修
し
て
い
る
尸
毘
王
の
こ
と
を
聞
い
た
帝
釈
天
が
、
王
を
試
そ
う
と
し
て
鷹
に
身
を
変
え
、
毘
首

竭
摩
を
鳩
に
変
じ
て
、
鷹
は
鳩
を
追
い
、
鳩
は
逃
げ
て
尸
毘
王
の
腋
の
下
へ
隠
れ
た
。
鳩
の
肉
を
要
求
し

た
鷹
に
対
し
て
、
王
は
鳩
を
助
け
る
た
め
に
自
ら
の
体
の
一
部
を
提
供
し
、
こ
れ
に
不
服
を
申
し
立
て
た

鷹
に
対
し
て
、
最
後
に
は
身
体
す
べ
て
を
提
供
し
た
。
時
に
鷹
は
帝
釈
天
の
姿
を
現
し
て
王
を
讃
嘆
し
た
。

こ
の
王
が
、
後
の
釈
尊
で
あ
っ
た
。
『
菩
薩
本
生
鬘
論
』
巻
一
（
『
正
蔵
』
三
巻
三
三
三
頁
ｂ
）
な
ど
に

み
え
る
。
遺
文
中
の
引
用
は
、
（

）
（

）
（

）
は
成
仏
論
の
説
示
、
（

）
の
説
示
は
行
者
主
守
護

14

15

17

16

の
説
示
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）
→
（

）
参
照

14

10

（

）『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』（
七
〇
七
頁
）
→
（

）
参
照

15

11

（

）『
兄
弟
鈔
』（
九
二
五
頁
）

16
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此
度
こ
そ
ま
こ
と
の
御
信
用
は
あ
ら
わ
れ
て
、
法
華
経
の
十
羅
刹
も
守
護
せ
さ
せ
給
フ

べ
き
に
て
候

ら
め
。
雪
山
童
子
の
前
に
現
ぜ
し
羅
刹
は
帝
釈
な
り
。
尸
毘
王
の
は
と
は
毘
沙
門
天
ぞ
か
し
。
十
羅

刹
心
み
給
ハ
ン

が
た
め
に
、
父
母
の
身
に
入
ラ

せ
給
ヒ

て
せ
め
給
フ

こ
と
も
や
あ
る
ら
ん
。

（

）『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
（
一
五
四
六
頁
）
→
（

）
参
照

17

13

（
六
）
須
陀
摩
王

普
明
王
と
も
。
六
波
羅
蜜
の
う
ち
戒
波
羅
蜜
を
修
し
て
、
一
生
の
間
、
妄
語
を
し
な
か
っ
た
王
の
名
。

あ
る
時
、
園
に
入
っ
て
遊
戯
し
て
い
た
王
は
、
鹿
足
王
（
班
足
王
・
劫
磨
沙
波
陀
）
に
捕
ら
わ
れ
、
他
の

九
九
九
人
の
王
と
と
も
に
首
を
斬
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
、
須
陀
摩
王
が
こ
と
の
ほ
か
悲
泣
す
る
の

で
、
鹿
足
王
が
理
由
を
問
う
と
、
王
は
、
今
朝
ひ
と
り
の
沙
門
に
供
養
の
約
束
を
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

事
態
の
た
め
そ
の
約
束
が
果
た
せ
ず
、
不
妄
語
の
行
も
、
施
願
も
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
嘆
い

て
い
る
と
い
う
。
鹿
足
王
は
こ
の
話
に
感
銘
し
、
七
日
間
斬
首
を
延
期
し
、
王
の
帰
城
を
許
し
た
。
王
は
、

七
日
の
間
、
国
中
の
沙
門
を
集
め
て
宝
蔵
を
開
き
大
施
行
を
行
い
、
王
位
を
太
子
に
譲
っ
た
後
、
約
束
通

り
鹿
足
王
の
も
と
に
赴
い
た
が
、
鹿
足
王
は
王
の
正
直
さ
に
感
化
さ
れ
、
邪
見
を
改
め
て
須
陀
摩
王
の
み

な
ら
ず
九
九
九
人
の
王
を
解
放
し
た
。『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
下
（
『
正
蔵
』
八
巻
八
四
〇
頁
ｂ
）
、

『
大
智
度
論
』
巻
四
（
『
正
蔵
』
二
五
巻
八
八
頁
ｃ
）
、
『
賢
愚
経
』
巻
一
一
（
『
正
蔵
』
四
巻
四
二
六
頁

ａ
）
な
ど
に
み
え
る
。
遺
文
中
の
説
示
に
関
し
て
は
、
（

）
（

）
は
い
ず
れ
も
成
仏
論
の
説
示
に
お

18

19

け
る
用
例
で
あ
る
。

（

）『
守
護
国
家
論
』（
一
二
三
頁
）

18
常
啼
・
班
足
・
妙
荘
厳
・
阿
闍
世
等
ハ

、
奉
テ

値
ヒ

曇
無
竭
・
普
明
・
耆
婆
・
二
子
・
夫
人
ニ

離
レ
タ
リ

生

レ

二

一

二

死
ヲ

。
此
等
ハ

皆
大
聖
也
。

一

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）
→
（

）
参
照

19

10

（
七
）
儒
童
菩
薩

釈
尊
が
燃
燈
仏
（
定
光
仏
）
の
世
に
お
い
て
菩
薩
行
を
修
し
て
い
た
時
の
名
。
儒
童
菩
薩
が
、
瞿
夷
女

よ
り
五
〇
〇
の
銀
銭
を
も
っ
て
買
い
取
っ
た
蓮
華
を
燃
燈
仏
の
前
に
散
じ
た
と
こ
ろ
、
空
中
に
留
ま
っ
て

地
に
降
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
儒
童
菩
薩
は
、
仏
足
を
稽
首
せ
ん
と
し
て
皮
衣
を
も
っ
て
地
の
泥
濘
を

覆
い
、
自
ら
の
髪
を
解
い
て
地
に
敷
き
、
仏
を
し
て
そ
の
上
を
踏
み
過
ぎ
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
り
、

儒
童
菩
薩
は
、
燃
燈
仏
（
定
光
仏
）
よ
り
未
来
成
仏
の
授
記
を
受
け
た
。
釈
尊
本
生
譚
の
中
で
も
、
「
授

記
本
生
」
の
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
巻
上
（
『
正
蔵
』
三
巻
四
七
二
頁
ｃ
）
に
み

え
る
。
遺
文
で
は
、
（

）
の
み
に
み
え
、
釈
尊
の
因
行
果
徳
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

20

（

）『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』（
七
〇
七
頁
）
→
（

）
参
照

20

11

（
八
）
尚
闍
梨
仙
人

釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
、
仙
人
と
し
て
畜
生
を
含
め
す
べ
て
の
衆
生
に
慈
悲
を
加
え
る
と
い
う
菩
薩

禅
を
修
行
し
て
い
た
時
の
名
。
尚
闍
梨
仙
人
が
一
樹
下
に
あ
っ
て
第
四
禅
を
行
じ
て
い
た
時
、
鳥
が
こ
れ

を
木
と
思
っ
て
卵
を
産
ん
だ
。
仙
人
は
、
禅
よ
り
醒
め
て
頭
上
に
卵
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
こ
の
場

か
ら
起
ち
去
る
と
、
母
鳥
に
よ
っ
て
抱
か
れ
な
い
卵
は
い
ず
れ
は
壊
死
す
る
こ
と
を
憂
い
、
卵
が
孵
化
す

る
ま
で
待
っ
て
か
ら
起
ち
去
っ
た
と
い
う
。
『
大
智
度
論
』
巻
一
七
（
『
正
蔵
』
二
五
巻
一
八
八
頁
ａ
）

に
み
え
る
。
遺
文
で
は
、（

）
の
み
に
み
え
、
日
妙
尼
の
成
仏
に
つ
い
て
教
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

21
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（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）
→
（

）
参
照

21

10

（
九
）
常
不
軽
菩
薩

釈
尊
が
か
つ
て
常
不
軽
菩
薩
と
し
て
菩
薩
行
を
積
ん
で
い
た
時
の
名
。
略
し
て
、
不
軽
と
も
い
う
。
即

ち
無
量
阿
僧
祇
劫
の
昔
、
威
音
王
仏
の
滅
後
像
法
の
世
に
増
上
慢
の
比
丘
た
ち
が
大
い
に
勢
力
を
得
る
に

至
っ
た
。
時
に
常
不
軽
菩
薩
と
名
づ
け
る
菩
薩
が
現
れ
て
、
四
衆
に
出
逢
う
ご
と
に
こ
れ
を
但
行
礼
拝
し

て
「
我
深
ク

敬
フ

汝
等
ヲ

不

敢
テ

軽
慢
セ

所
以
ハ

者
何
カ
ン

汝
等
皆
行
ジ
テ

菩
薩
ノ

道
ヲ

当
ニ

得

作
仏
ス
ル
コ
ト
ヲ

」
と
讃
歎

二

一

二

一

二

一

レ

二

一

し
、
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
を
専
ら
に
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
四
衆
の
中
に
は
こ
の
但
行
礼
拝
に
対

し
て
瞋
り
の
心
を
起
し
て
悪
口
罵
詈
し
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
杖
木
を
も
っ
て
打
ち
、
瓦
石
を
投
ず
る

者
さ
え
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
常
不
軽
菩
薩
は
礼
拝
讃
歎
の
行
を
止
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
常
不
軽

菩
薩
は
命
終
せ
ん
と
す
る
時
、
空
中
に
法
華
経
の
偈
を
聞
き
、
こ
れ
を
受
持
し
た
の
で
、
六
根
清
浄
の
功

徳
を
成
就
し
、
そ
の
結
果
、
更
に
寿
命
が
二
百
万
億
那
由
佗
歳
延
び
て
、
広
く
人
々
の
た
め
に
法
華
経
を

説
き
、
こ
れ
を
聞
い
た
増
上
慢
の
比
丘
た
ち
は
皆
信
伏
し
随
順
し
た
の
で
あ
る
。
常
不
軽
菩
薩
は
命
終
の

後
、
二
千
億
の
日
月
燈
明
仏
及
び
二
千
億
の
雲
自
在
燈
王
仏
に
仕
え
、
法
華
経
を
受
持
・
読
誦
し
て
他
説

し
、
か
つ
諸
仏
を
供
養
し
た
の
で
、
遂
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
た
。
『
法
華
経
』
常
不
軽
菩
薩
品
（
『
開

結
』
四
八
八
頁
）
に
み
え
る
。

遺
文
中
に
は
釈
尊
の
因
行
と
し
て
意
図
的
に
引
く
例
は
稀
で
、
基
本
的

に
日
蓮
聖
人
の
弘
経
と
受
難
の
実
体
験
を
常
不
軽
菩
薩
の
故
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
か
た
ち
が
多
い
。
こ

の
う
ち
、
（

）
（

）
等
が
、
釈
尊
の
因
行
と
し
て
と
ら
え
る
例
で
あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
は
、

24

31

や
は
り
死
身
弘
法
の
先
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
真
蹟
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
『
法
華
初
心
成
仏

鈔
』
（
一
四
二
四
頁
）
に
は
、
釈
尊
の
因
行
と
し
て
の
説
示
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
常
不
軽
菩
薩
の

故
事
は
、
身
軽
法
重
・
死
身
弘
法
・
忍
難
弘
経
の
先
例
、
受
難
・
色
読
の
説
示
、
先
聖
の
求
法
・
行
法
と
、

末
代
の
行
者
（
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
自
身
）
の
求
法
・
行
法
と
の
比
較
な
ど
多
岐
に
亘
る
。

（

）『
転
重
軽
受
法
門
』（
五
〇
八
頁
）

22
法
華
経
は
紙
付
に
音
を
あ
げ
て
よ
め
ど
も

彼
の
経
文
の
ご
と
く
ふ
れ
ま
う
事
わ
か
た
く
候
か
。
譬

喩
品
ニ

云
ク

、
見
テ

有
ン

読
―

誦
シ

書
―

持
ス
ル
コ
ト

経
ヲ

者
ヲ

、
軽
賎
憎
嫉
シ
テ

而
懐
カ
ン

結
恨
ヲ

。
法
師
品
ニ

云
ク

、
如

下

四

二

三

一

上

二

一

来
ノ

現
在
ス
ラ

猶
ホ

多
シ

怨
嫉

、
況
ヤ

滅
度
ノ

後
ヲ
ヤ

。
勧
持
品
ニ

云
ク

、
加
ヘ

刀
杖
ヲ

乃
至
数
数
見
レ
ン

擯
出
セ

。

二

一

二

一

二

一

安
楽
行
品
ニ

云
ク

、
一
切
世
間
多
シ
テ

怨
難
シ

信
ジ

。
此
等
は
経
文
に
は
候
へ
ど
も
何
世
に
か
ゝ
る
べ
し
と

レ

レ

も
し
ら
れ
ず
。
過
去
の
不
軽
菩
薩
・
覚
徳
比
丘
な
ん
ど
こ
そ
、
身
に
あ
た
り
て
よ
み
ま
い
ら
せ
て
候

ヒ

け
る
と
み
へ
は
ん
べ
れ
。
現
在
に
は
正
像
二
千
年
は
さ
て
を
き
ぬ
。
末
法
に
入
て
は
此
日
本
国
に

は
当
事
は
日
蓮
一
人
み
へ
候
か
。

（

）『
寺
泊
御
書
』（
五
一
五
頁
）

23
法
華
経
ハ

三
世
説
法
ノ

儀
式
也
。
過
去
ノ

不
軽
品
ハ

今
ノ

勧
持
品
。
今
ノ

勧
持
品
ハ

過
去
ノ

不
軽
品
也
。
今
ノ

勧
持
品
ハ

未
来
可
シ

為
ル

不
軽
品

。
其
時
ハ

日
蓮
ハ

即
チ

可
シ

為
ル

不
軽
菩
薩

。

レ

二

一

レ

二

一

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
三
～
六
四
四
頁
）

24
不
軽
菩
薩
は
多
年
が
間
二
十
四
字
の
ゆ
へ
に
、
無
量
無
辺
の
四
衆
ニ

罵
詈
毀
辱
杖
木
瓦
礫
而
打
擲
之

せ
ら
れ
給
ヒ

き
。
所
謂
二
十
四
字
と
申
ス
ハ

、
我
深
ク

敬
フ

汝
等
ヲ

不

敢
テ

軽
慢
セ

所
以
ハ

者
何
カ
ン

汝
等
皆
行
ジ

二

一

二

一

二

テ

菩
薩
ノ

道
ヲ

当
ニ

得

作
仏
ス
ル
コ
ト
ヲ

等
云
云
。
か
の
不
軽
菩
薩
は
今
教
主
釈
尊
な
り
。

一

レ

二

一

（

）『
顕
仏
未
来
記
』（
七
四
〇
頁
）

25
例
セ
バ

如
シ

威
音
王
仏
ノ

像
法
之
時
、
不
軽
菩
薩
以
テ

我
深
敬
等
ノ

二
十
四
字
ヲ

広
―

宣
流
―

布
シ

於
彼
土
ニ

、

下

二

一

二

三

一

招
キ
シ
ガ

一
国
ノ

杖
木
等
ノ

大
難
ヲ

也
。
彼
ノ

二
十
四
字
ト

与

此
ノ

五
字

其
語
雖
モ

殊
ナ
リ
ト

其
意
同
ジ

之
。
彼
ノ

中

上

二

一

レ

レ
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像
法
ノ

末
ト

与

是
ノ

末
法
ノ

初

全
ク

同
ジ

。
彼
ノ

不
軽
菩
薩
ハ

初
随
喜
ノ

人
、
日
蓮
ハ

名
字
ノ

凡
夫
也
。

二

一

（

）『
法
華
取
要
抄
』（
八
一
六
頁
）

26
一
閻
浮
提
皆
為
リ

謗
法
ト

了
ヌ

。
為
ニ
ハ

逆
縁
ノ

但
限
ル

妙
法
蓮
花
経
ノ

五
字
ニ

耳
。
例
バ

如
シ

不
軽
品
ノ

。
我
門

二

一

二

一

二

一

二

一

弟
ハ

順
縁
、
日
本
国
ハ

逆
縁
也
。

（

）『
聖
人
知
三
世
事
』（
八
四
三
頁
）

27
日
蓮
ハ

是
レ

法
華
経
ノ

行
者
也
。
紹
―

継
ス
ル

不
軽
ノ

跡
ヲ

之
故
ニ

。
軽
毀
ス
ル

人
ハ

頭
破
レ

七
分
ニ

信
ズ
ル

者
ハ

福
ヲ

積
マ

二

一

二

一

二

ン

安
明
ニ

。
一

（

）『
神
国
王
御
書
』（
八
九
〇
～
八
九
一
頁
）

28
今
日
蓮
は
（
中
略
）
結
句
は
二
度
の
遠
流
、
一
度
の
頭
に
及
ぶ
。
彼
ノ

大
荘
厳
仏
の
末
法
の
四
比
丘

並
に
六
百
八
十
万
億
那
由
佗
の
諸
人
が
普
事
比
丘
一
人
を
あ
だ
み
し
に
も
超
へ
、
師
子
音
王
仏
の
末

の
勝
意
比
丘
ノ

無
量
の
弟
子
等
が
喜
根
比
丘
を
せ
め
し
に
も
勝
れ
り
。
覚
徳
比
丘
が
せ
め
ら
れ
し
、

不
軽
菩
薩
が
杖
木
を
か
を
ほ
り
し
も
、
限
リ

あ
れ
ば
此
に
は
よ
も
す
ぎ
じ
と
ぞ
を
ぼ
へ
候
。

（

）『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
九
六
〇
頁
）
→
（
８
）
参
照

29
（

）『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
九
七
一
頁
）

30
あ
ら
う
れ
し
や
。
檀
王
は
阿
私
仙
人
に
せ
め
ら
れ
て
法
華
経
の
功
徳
を
得
給
ヒ

き
。
不
軽
菩
薩
は
上

慢
の
比
丘
等
の
杖
に
あ
た
り
て
一
乗
の
行
者
と
い
は
れ
給
ふ
。

（

）『
一
谷
入
道
御
書
』（
九
九
〇
頁
）

31
不
軽
菩
薩
は
法
華
経
の
御
た
め
に
多
劫
が
間
、
罵
詈
毀
辱
杖
木
瓦
礫
に
せ
め
ら
れ
き
。
今
の
釈
迦
仏

に
有
ラ

ず
や
。
さ
れ
ば
仏
に
な
る
道
は
時
に
よ
り
て
し
な
じ
な
に
か
わ
り
て
行
ず
べ
き
に
や
。

（

）『
撰
時
抄
』（
一
〇
四
六
～
一
〇
四
七
頁
）

32
今
は
謗
法
を
用
ヒ

た
る
だ
に
不
思
議
な
る
に
、
ま
れ
ま
れ
諫
暁
す
る
人
を
か
へ
り
て
あ
だ
を
な
す
。

一
日
二
日
・
一
月
二
月
・
一
年
二
年
な
ら
ず
数
年
に
及
ブ

。
彼
の
不
軽
菩
薩
の
杖
木
の
難
に
値
ヒ

し
に

も
す
ぐ
れ
、
覚
徳
比
丘
の
殺
害
に
及
ビ

し
に
も
こ
え
た
り
。

（

）『
清
澄
寺
大
衆
中
』（
一
一
三
四
頁
）

33
建
長
五
年
四
（
三
）
月
二
十
八
日
、
安
房
国
ノ

東
条
ノ

郷
清
澄
寺
道
善
之
房
持
仏
堂
の
南
面
に
し
て
、

浄
円
房
と
申
ス

者
並
に
少
々
ノ

大
衆
に
こ
れ
を
申
し
は
じ
め
て
、
其
後
二
十
余
年
が
間
退
転
な
く
申
ス

。

或
は
所
を
追
ヒ

出
さ
れ
、
或
は
流
罪
等
、
昔
は
聞
く
不
軽
菩
薩
の
杖
木
等
ヲ

。
今
は
見
る
日
蓮
が
刀
剣

に
当
る
事
を
。

（

）『
松
野
殿
御
消
息
』（
一
一
四
〇
頁
）

34
此
経
の
文
を
見
候
へ
ば
、
檀
王
と
申
せ
し
王
は
千
歳
が
間
阿
私
仙
人
に
責
メ

つ
か
は
れ
、
身
を
牀
と

な
し
給
ふ
。
不
軽
菩
薩
と
申
せ
し
僧
は
多
年
が
間
悪
口
罵
詈
せ
ら
れ
、
刀
杖
瓦
礫
を
蒙
り
、
薬
王
菩

薩
と
申
せ
し
菩
薩
は
千
二
百
年
が
間
身
を
や
き
、
七
万
二
千
歳
ひ
ぢ
（
臂
）
を
焼
キ

給
ふ
。

（

）『
報
恩
抄
』（
一
二
三
七
頁
）

35
昔
の
不
軽
菩
薩
の
杖
木
の
せ
め
も
我
身
に
つ
み
し
ら
れ
た
り
。覚
徳
比
丘
が
歓
喜
仏
の
末
の
大
難
も
、

此
に
は
及
ば
じ
と
を
ぼ
ゆ
。

（

）『
下
山
御
消
息
』（
一
三
三
一
～
一
三
三
二
頁
）

36
加
刀
杖
瓦
石
数
数
見
擯
出
の
文
に
任
セ

て
流
罪
せ
ら
れ
、
刀
の
さ
き
に
か
ゝ
り
な
ば
、
法
華
経
一
部

よ
み
ま
い
ら
せ
た
る
に
こ
そ
と
お
も
ひ
き
り
て
、
わ
ざ
と
不
軽
菩
薩
の
如
く
、
覚
徳
比
丘
の
様
に
、

竜
樹
菩
薩
・
提
婆
菩
薩
・
仏
陀
密
多
・
師
子
尊
者
の
如
く
弥
ヨ

強
盛
に
申
し
は
る
。
（
中
略
）
人
身

は
受
ケ

が
た
く
し
て
破
れ
や
す
し
。
過
去
遠
々
劫
よ
り
由
な
き
事
に
は
失
ヒ

し
か
ど
も
、
法
華
経
の
た



- 8 -

め
に
命
を
す
て
た
る
事
は
な
し
。
我
レ

頚
を
刎
ネ

ら
れ
て
師
子
尊
者
が
絶
ヘ

た
る
跡
を
継
ぎ
、
天
台
・

伝
教
の
功
に
も
超
へ
、
付
法
蔵
の
二
十
五
人
に
一
を
加
ヘ

て
二
十
六
人
と
な
り
、
不
軽
菩
薩
の
行
に

も
越
ヘ

て
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
に
い
か
が
せ
ん
と
な
げ
か
せ
ま
い
ら
せ
ん
と
思
ヒ

し
故
に
（
後

略
）。

（

）『
檀
越
某
御
返
事
』（
一
四
九
三
頁
）

37
今
度
ぞ
三
度
に
な
り
候
フ

。
法
華
経
も
よ
も
日
蓮
を
ば
ゆ
る
き
行
者
と
わ
を
ぼ
せ
じ
。
（
中
略
）
雪

山
童
子
の
跡
を
を
ひ
、
不
軽
菩
薩
の
身
に
な
り
候
は
ん
。
（
中
略
）
願
ク

は
法
華
経
の
ゆ
へ
に
国
主

に
あ
だ
ま
れ
て
今
度
生
死
を
ば
な
れ
候
ば
や
。

（

）『
種
種
物
御
消
息
』（
一
五
三
〇
～
一
五
三
一
頁
）

38
此
法
門
は
当
世
日
本
国
に
一
人
も
し
り
（
知
）
て
候
人
な
し
。
た
だ
日
蓮
一
人
計
リ

に
て
候
へ
ば
、

此
を
知
て
申
サ

ず
は
日
蓮
無
間
地
獄
に
堕
チ

て
う
か
ぶ
ご
（
期
）
な
か
る
べ
し
。
譬
へ
ば
む
ほ
ん
の
物

を
し
り
な
が
ら
国
主
へ
申
さ
ぬ
と
が
（
失
）
あ
り
。
申
せ
ば
か
た
き
雨
の
ご
と
し
風
の
ご
と
し
。
む

ほ
ん
の
も
の
の
ご
と
し
。
海
賊
山
賊
の
も
の
の
ご
と
し
。
か
た
が
た
し
の
び
が
た
き
事
也
。
例
せ
ば

威
音
王
仏
の
末
の
不
軽
菩
薩
の
ご
と
し
。
歓
喜
仏
の
す
え
の
覚
徳
比
丘
の
ご
と
し
。

（

）『
上
野
殿
御
返
事
』（
一
六
二
一
頁
）

39
日
蓮
は
法
華
経
誹
謗
の
国
に
生
レ

て
威
音
王
仏
の
末
法
の
不
軽
菩
薩
の
ご
と
し
。
は
た
又
歓
喜
増
益

仏
の
末
の
覚
徳
比
丘
の
如
し
。
王
も
に
く
み
民
も
あ
だ
む
。

（

）『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
（
一
六
六
八
頁
）

40
日
蓮
が
心
は
全
く
如
来
の
使
に
は
あ
ら
ず
、
凡
夫
な
る
故
也
。
但
シ

三
類
の
大
怨
敵
に
あ
だ
ま
れ
て
、

二
度
の
流
難
に
値
へ
ば
、
如
来
の
御
使
に
似
た
り
。
心
は
三
毒
ふ
か
く
、
一
身
凡
夫
に
て
候
へ
ど
も
、

口
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
セ

ば
如
来
の
使
に
似
た
り
。
過
去
を
尋
ヌ

れ
ば
不
軽
菩
薩
に
似
た
り
。

（
一
〇
）
須
頭
檀
王

釈
尊
が
過
去
因
位
に
お
い
て
王
で
あ
っ
た
時
の
名
。
過
去
世
に
お
い
て
、
須
頭
檀
王
は
求
法
の
た
め
国

位
を
捨
て
て
阿
私
仙
人
に
随
い
、
千
歳
の
間
奴
僕
と
な
っ
て
師
事
・
給
仕
し
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
仏
果

を
得
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
阿
私
仙
人
は
今
の
提
婆
達
多
で
あ
り
、
須
頭
檀
王
は
今
の
釈
尊
で
あ
る
こ
と

が
明
か
さ
れ
る
。
『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
（
『
開
結
』
三
四
三
頁
）
に
み
え
る
。
遺
文
中
の
引
用
は
、

主
に
成
仏
論
の
説
示
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）

41
昔
の
須
頭
檀
王
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
の
為
に
、
千
歳
が
間
阿
私
仙
人
に
せ
め
つ
か
は
れ
身
を
床
と

な
さ
せ
給
ヒ

て
、
今
の
釈
尊
と
な
り
給
フ

。

（

）『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
九
七
一
頁
）
→
（
８
）
参
照

42
（

）『
松
野
殿
御
消
息
』（
一
一
四
〇
頁
）
→
（

）
参
照

43

34

（

）『
上
野
殿
御
返
事
』（
一
三
一
〇
～
一
三
一
一
頁
）

44
今
度
法
華
経
の
た
め
に
命
を
す
つ
る
事
な
ら
ば
、
な
に
は
を
し
（
惜
）
か
る
べ
き
。
薬
王
菩
薩
は
身

を
千
二
百
歳
が
間
や
き
つ
く
し
て
仏
に
な
り
給
ヒ

、
檀
王
は
千
歳
が
間
身
を
ゆ
か
（
牀
）
と
な
し
て

今
の
釈
迦
仏
と
い
わ
れ
さ
せ
給
フ

ぞ
か
し
。

（
一
一
）
雪
山
童
子

釈
尊
が
過
去
世
に
菩
薩
行
を
修
し
た
時
の
名
。
雪
山
大
士
・
雪
山
婆
羅
門
と
も
い
う
。
昔
、
雪
山
に
、
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外
道
に
通
達
し
て
は
い
た
が
、
仏
法
に
対
し
て
は
無
知
な
童
子
が
い
た
。
童
子
が
修
行
し
て
い
る
時
、
大

鬼
神
が
現
れ
「
諸
行
ハ

無
常
ニ
シ
テ

是
レ

生
滅
ノ

法
ナ
リ

」
と
い
う
偈
を
語
っ
た
。
童
子
は
大
い
に
悦
ん
だ
が
、

そ
の
偈
だ
け
で
は
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
後
文
を
説
く
よ
う
に
と
願
っ
た
が
、
鬼
神
は
「
飢
え
の
た
め

心
乱
れ
て
説
け
な
い
」
と
返
答
し
た
。「
何
を
食
べ
る
の
か
」
と
童
子
が
聞
く
と
「
人
間
の
血
肉
を
食
う
」

と
答
え
た
。
童
子
は
更
に
「
自
分
の
血
肉
を
提
供
す
る
か
ら
後
文
を
説
き
た
ま
へ
」
と
請
う
た
が
鬼
神
は

信
用
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
童
子
は
「
で
は
、
梵
天
・
帝
釈
・
日
月
・
四
天
の
前
で
誓
う
」
と
ま
で
い
っ

た
の
で
、
鬼
神
も
信
用
し
「
生
滅
ヲ

滅
シ

已
テ

寂
滅
ヲ

為
ス

楽
ト

」
と
説
い
た
。
童
子
は
木
や
石
に
そ
れ
を
書

レ

き
つ
け
、
遂
に
は
鬼
神
の
口
に
身
を
投
げ
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
童
子
と
は
今
の
釈
尊
で
あ
り
、

鬼
神
は
帝
釈
天
で
あ
っ
た
と
い
う
。
施
身
聞
偈
の
本
生
の
ひ
と
つ
。『
大
般
涅
槃
経
』
巻
一
四
（
『
正
蔵
』

一
二
巻
四
四
九
頁
ｂ
～
四
五
一
頁
ｂ
）
に
み
え
る
。
な
お
、
日
蓮
遺
文
中
で
は
（

）
に
『
大
般
涅
槃
経
』

47

と
ほ
ぼ
同
内
容
の
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
る
が
、
『
大
般
涅
槃
経
』
等
か
ら
の
直
接
的
引
用
で
は
な
く
、

雪
山
偈
部
分
以
外
は
、
他
の
本
生
譚
同
様
、
取
意
引
用
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
遺
文
中
で
は
、
身

軽
法
重
・
死
身
弘
法
・
忍
難
弘
経
の
先
例
、
受
難
・
色
読
の
説
示
、
先
聖
の
求
法
・
行
法
と
、
末
代
の
行

者
の
求
法
・
行
法
と
の
比
較
な
ど
、
そ
の
用
例
は
多
岐
に
亘
る
。

（

）『
守
護
国
家
論
』（
一
一
七
～
一
一
八
頁
）

45
而
ル
ニ

自
リ

近
年

予
瞻
ル

我
不
愛
身
命
但
惜
無
上
道
之
文
ヲ

間
、
起
シ

雪
山
・
常
啼
之
心
ヲ

命
ヲ

替
ヘ

大
乗
ノ

二

一

み

二

一

二

一

二

流
布
ニ

吐
テ

強
言
ヲ

云
ク

、
信
ジ
テ

選
択
集
ヲ

願
ハ
ン

後
世
ヲ

之
人
ハ

可
シ
ト

堕
ス

無
間
地
獄
ニ

。

一

二

一

二

一

二

一

レ

二

一

（

）『
金
吾
殿
御
返
事
』（
四
五
九
頁
）
→
（
４
）
参
照

46
（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
二
～
六
四
三
頁
）

47
昔
雪
山
童
子
と
申
ス

人
あ
り
き
。
雪
山
と
申
ス

山
に
し
て
、
外
道
の
法
を
通
達
せ
し
か
ど
も
、
い
ま
だ

仏
法
を
き
か
ず
。
時
に
大
鬼
神
あ
り
き
。
説
て
云
ク

、
諸
行
無
常
是
生
滅
法
等
云
云
。
只
八
字
計
リ

を

説
て
後
を
と
か
ず
。
時
ニ

雪
山
童
子
此
八
字
を
え
て
悦
ビ

き
は
ま
り
な
け
れ
ど
も

半
バ
ナ
ル

如
意
珠
を
え

た
る
が
ご
と
く
、
花
さ
き
て
菓
な
ら
ざ
る
に
に
た
り
。
残
の
八
字
を
き
か
ん
と
申
ス

時
、
大
鬼
神
云
ク

、

我
数
日
が
間
飢
饉
し
て
正
念
を
乱
ル

。
ゆ
へ
に
後
八
字
を
と
き
が
た
し
。
食
を
あ
た
え
よ
と
云
云
。

時
ニ

童
子
問
テ

云
ク

、
な
に
を
か
食
と
す
る
。
鬼
答
テ

云
ク

、
我
は
人
の
あ
た
ゝ
か
な
る
血
肉
な
り
。
我

飛
行
自
在
に
し
て
、
須
臾
の
間
四
天
下
を
回
た
づ
ぬ
れ
ど
も
、
あ
た
ゝ
か
な
る
血
肉
得
が
た
し
。
人

を
ば
天
ま
ほ
り
給
フ

ゆ
へ
に
と
が
（
失
）
な
け
れ
ば
殺
害
す
る
事
か
た
し
等
云
云
。
童
子
ノ

云
ク

、
我

身
を
布
施
と
し
て
彼
の
八
字
を
習
ヒ

伝
ヘ

ん
と
云
云
。
鬼
神
云
ク

、
智
恵
甚
だ
賢
し
。
我
を
や
す
か
さ

ん
ず
ら
ん
。
童
子
答
テ

云
ク

、
瓦
礫
に
金
銀
を
か
へ
ん
に
是
を
か
え
ざ
る
べ
し
や
。
我
徒
に
此
山
に
し

て
死
し
な
ば
、
鴟
梟
虎
狼
に
食
は
れ
て
、
一
分
の
功
徳
な
か
る
べ
し
。
後
の
八
字
に
か
え
な
ば
糞
を

飯
に
か
ふ
る
が
ご
と
し
。
鬼
云
ク

、
我
い
ま
だ
信
ぜ
ず
。
童
子
云
ク

、
証
人
あ
り
。
過
去
の
仏
も
た
て

給
ヒ

し
大
梵
天
王
・
釈
提
桓
因
・
日
・
月
・
四
天
も
証
人
に
た
ち
給
フ

べ
し
。
此
鬼
神
後
の
偈
を
と
か

ん
と
申
ス

。
童
子
身
に
き
た
る
鹿
の
皮
を
ぬ
い
で
座
に
し
き
、
踞
跪
合
掌
し
て
此
座
に
つ
き
給
へ
と

請
す
。
大
鬼
神
此
座
に
つ
い
て
説
テ

云
ク

、
生
滅
滅
已
寂
滅
為
楽
等
云
云
。
此
偈
を
習
ひ
学
し
て
、
若

は
木
若
は
石
等
に
書
付
け
て
、
身
を
大
鬼
神
の
口
に
な
げ
い
れ
給
フ

。
彼
の
童
子
は
今
の
釈
尊
、
彼

の
鬼
神
は
今
の
帝
釈
な
り
。

（

）『
神
国
王
御
書
』（
八
九
二
頁
）

48
日
蓮
天
に
向
ヒ

声
を
あ
げ
て
申
サ

く
、
法
華
経
の
序
品
を
拝
見
し
奉
れ
ば
梵
釈
と
日
月
と
四
天
と
竜
王

と
阿
修
羅
と
二
界
八
番
の
衆
と
無
量
の
国
土
の
諸
神
と
集
会
し
給
ヒ

た
り
し
時
、
已
今
当
に
第
一
の

説
を
聞
し
時
、
我
と
も
雪
山
童
子
の
如
く
身
を
供
養
し
、
薬
王
菩
薩
の
如
く
臂
を
も
や
か
ん
と
を
も
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い
し
に
、
教
主
釈
尊
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
の
御
前
に
し
て
、
今
於
テ

仏
前
ニ

自
説
ケ

誓
言
ヲ

と
諫
暁
し

二

一

二

一

給
ヒ

し
か
ば
、
幸
に
順
風
を
得
て
、
如
ク

世
尊
ノ

勅
ノ

当
ニ

具
ニ

奉
行
ス

と
二
処
三
会
の
衆
一
同
に
大
音
声

二

一

二

一

を
放
チ

て
誓
ヒ

給
ヒ

し
は
い
か
ん
が
有
ル

べ
き
。

（

）『
兄
弟
鈔
』（
九
二
五
頁
）
→
（

）
参
照

49

16

（

）『
種
種
御
振
舞
御
書
』（
九
六
〇
頁
）
→
（
８
）
参
照

50
（

）『
妙
一
尼
御
前
御
返
事
』
（
一
〇
〇
一
頁
）

51
故
聖
霊
は
法
華
経
に
命
を
す
て
て
を
は
し
き
。
わ
づ
か
の
身
命
を
さ
ゝ
え
し
と
こ
ろ
を
、
法
華
経
の

ゆ
へ
に
め
さ
れ
し
は
命
を
す
つ
る
に
あ
ら
ず
や
。
彼
の
雪
山
童
子
の
半
偈
の
た
め
に
身
を
す
て
、
薬

王
菩
薩
の
臂
を
や
き
給
ヒ
シ

は
、
彼
ハ

聖
人
な
り
、
火
に
水
を
入
ル
ル

が
ご
と
し
。
此
ハ

凡
夫
な
り
、
紙
を

火
に
入
ル
ル

が
ご
と
し
。
此
を
も
つ
て
案
ス
ル

に
、
聖
霊
は
此
功
徳
あ
り
。

（

）『
撰
時
抄
』（
一
〇
五
九
頁
）

52
予
が
初
心
の
時
の
存
念
は
、
伝
教
・
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
等
の
勅
宣
を
給
フ

て
漢
土
に
わ
た
り
し
事

の
我
不
愛
身
命
に
あ
た
れ
る
歟
。
玄
奘
三
蔵
の
漢
土
よ
り
月
氏
に
入
リ

し
に
六
生
が
間
身
命
を
ほ
ろ

ぼ
し
し
、
こ
れ
等
歟
。
雪
山
童
子
の
半
偈
の
た
め
に
身
を
な
げ
、
薬
王
菩
薩
の
七
万
二
千
歳
が
間
臂

を
や
き
し
事
歟
。
な
ん
ど
を
も
ひ
し
ほ
ど
に
、
経
文
の
ご
と
き
ん
ば
此
等
に
は
あ
ら
ず
。

（

）『
忘
持
経
事
』（
一
一
五
〇
頁
）
→
（
９
）
参
照

53
（

）『
事
理
供
養
御
書
』（
一
二
六
二
頁
）

54
財
あ
る
も
財
な
き
も
、
命
と
申
ス

財
に
す
ぎ
て
候
財
は
候
は
ず
。
さ
れ
ば
い
に
し
へ
の
聖
人
賢
人
と

申
ス

は
、
命
を
仏
に
ま
い
ら
せ
て
仏
に
は
な
り
候
な
り
。
い
わ
ゆ
る
雪
山
童
子
と
申
せ
し
人
は
、
身

を
鬼
に
ま
か
せ
て
八
字
を
な
ら
へ
り
。
薬
王
菩
薩
と
申
せ
し
人
は
、
臂
を
や
い
て
法
華
経
に
奉
る
。

（

）『
檀
越
某
御
返
事
』（
一
四
九
三
頁
）
→
（

）
参
照

55

37

（
一
二
）
善
友
太
子

釈
尊
の
過
去
世
に
お
け
る
太
子
の
名
。
昔
、
波
羅
奈
国
の
摩
訶
羅
王
に
善
友
太
子
・
悪
友
太
子
と
い
う

ふ
た
り
の
兄
弟
が
い
た
。
兄
の
善
友
太
子
が
如
意
宝
珠
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
弟
は
そ
れ
を
奪
う
た
め
に

兄
の
眼
を
抜
き
取
っ
て
し
ま
う
。
以
来
、
兄
弟
は
生
々
世
々
に
敵
と
な
っ
て
、
一
人
は
仏
に
、
一
人
は
地

獄
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
の
王
と
は
、
今
の
浄
飯
王
、
善
友
は
釈
尊
、
悪
友
は
提
婆
達
多

で
あ
る
と
す
る
。『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻
四
（
『
正
蔵
』
三
巻
一
四
二
頁
ｃ
）
に
み
え
る
。
遺
文
で
は
、

（

）
に
お
い
て
、
成
仏
に
関
す
る
説
示
中
に
み
え
る
。

56
（

）『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』（
一
五
〇
六
頁
）

56
昔
波
羅
捺
国
に
摩
訶
羅
王
と
申
ス

大
王
を
は
し
き
。
彼
の
大
王
に
二
の
太
子
あ
り
。
所
謂
善
友
太
子

・
悪
友
太
子
な
り
。
善
友
太
子
の
如
意
宝
珠
を
持
チ

て
を
は
せ
し
か
ば
、
此
を
と
ら
む
が
た
め
に
、

を
と
（
弟
）
の
悪
友
太
子
は
兄
の
善
友
太
子
の
眼
を
ぬ
き
給
ヒ

き
。
昔
の
大
王
は
今
の
浄
飯
王
、
善

友
太
子
は
今
の
釈
迦
仏
、
悪
友
太
子
は
今
の
提
婆
達
多
此
也
。
兄
弟
な
れ
ど
も
、
た
か
ら
を
あ
ら
そ

い
て
、
世
々
生
々
に
か
た
き
と
な
り
て
、
一
人
は
仏
な
り
、
一
人
は
無
間
地
獄
に
あ
り
。

（
一
三
）
仙
豫
国
王

釈
尊
の
本
生
譚
で
、
大
乗
を
誹
謗
す
る
婆
羅
門
を
正
法
護
持
の
た
め
に
殺
害
し
た
国
王
の
こ
と
。
仙
豫

国
王
は
、
大
乗
経
典
を
愛
楽
し
布
施
精
進
に
励
ん
だ
が
、
そ
の
治
世
に
ひ
と
り
の
婆
羅
門
が
あ
っ
て
大
乗

経
典
を
誹
謗
し
た
。
国
王
は
、
護
法
の
た
め
に
そ
の
婆
羅
門
の
断
罪
を
命
じ
た
が
、
爾
来
、
国
王
は
堕
獄
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す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
一
二
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
三
四
頁
ｃ
）
に
み
え

る
。
遺
文
に
お
い
て
は
、
（

）
（

）
な
ど
に
お
い
て
『
大
般
涅
槃
経
』
か
ら
直
接
引
用
し
て
説
示
さ

57

58

れ
て
い
る
点
な
ど
、
取
意
引
用
の
多
い
他
の
本
生
譚
と
は
引
用
形
態
が
異
な
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
な

お
（

）
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
に
は
仙
豫
国
王
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
仙
豫
国
王
の
本
生

60

は
、
内
容
的
に
は
、
主
に
正
法
護
持
・
謗
法
禁
断
の
論
拠
と
し
て
引
か
れ
る
。

（

）『
守
護
国
家
論
』（
一
一
八
頁
）

57
第
二
ニ

正
ク

出
サ
バ

謗
法
ノ

人
ノ

処
ル
ヲ

王
地
ニ

可
キ

対
治
ス

証
文
ヲ

者
。
涅
槃
経
（
中
略
）
第
十
二
ニ

云
ク

、
我
念
フ

下

二

一

二

一

上

二

ニ

往
昔
ヲ

、
於
テ

閻
浮
提
ニ

作
リ

大
国
ノ

王
ト

名
ヲ

曰
ヒ
キ

仙
豫
ト

。
愛
―

念
シ

敬
―

重
シ

大
乗
経
典
ヲ

、
其
心
純
善
ニ
シ

一

二

一

二

一

二

一

二

三

一

テ

無
カ
リ
キ

有
ル
コ
ト

麁
悪
嫉
悋

。
乃
至
善
男
子
我
於
テ

爾
時
ニ

心
ニ

重
ン
ズ

大
乗
ヲ

。
聞
キ

婆
羅
門
ノ

誹
―

謗
ス
ル
ヲ

方

レ

二

一

二

一

二

一

三

二

等
ヲ

、
聞
キ

已
リ
テ

即
時
ニ

断
ジ
キ

其
命
根
ヲ

。
善
男
子
以
テ

是
因
縁
ヲ

従
リ

是
已
来
不

堕
セ

地
獄
ニ

。

一

二

一

二

一

レ

レ

二

一

（

）『
立
正
安
国
論
』（
二
二
〇
～
二
二
一
頁
、
一
四
六
九
～
一
四
七
〇
頁
）

58
我
念
フ
ニ

往
昔
ヲ

、
於
テ

閻
浮
提
ニ

作
リ

大
国
ノ

王
ト

名
ヲ

曰
ヒ
キ

仙
豫
ト

。
愛
―

念
シ

敬
―

重
シ

大
乗
経
典
ヲ

、
其
心

二

一

二

一

二

一

二

一

二

三

一

純
善
ニ
シ
テ

無
カ
リ
キ

有
ル
コ
ト

麁
悪
嫉
悋

。
善
男
子
我
於
テ

爾
時
ニ

心
ニ

重
ン
ズ

大
乗
ヲ

。
聞
キ

婆
羅
門
ノ

誹
―

謗
ス
ル
ヲ

レ

二

一

二

一

二

一

三

二

方
等
ヲ

、
聞
キ

已
リ
テ

即
時
ニ

断
ジ
キ

其
命
根
ヲ

。
善
男
子
以
テ

是
因
縁
ヲ

従
リ

是
已
来
不

堕
セ

地
獄
ニ

。
又
云
、

一

二

一

二

一

レ

レ

二

一

如
来
昔
為
リ
テ

国
王
ト

行
ゼ
ン

菩
薩
道
ヲ

時
、
断
―

絶
ズ
ト

爾
所
ノ

婆
羅
門
ノ

命
ヲ

。

二

一

二

一

二

そ
こ
ば
く

一

（

）『
金
吾
殿
御
返
事
』（
四
五
九
頁
）
→
（
４
）
参
照

59
（

）『
開
目
抄
』（
六
〇
五
頁
）

60
止
観
ニ

云
ク

、
夫
仏
ニ

両
説
ア
リ

。
一
ニ
ハ

摂
・
二
ニ
ハ

折
。
如
キ

安
楽
行
ニ

不
称
長
短
ト
イ
フ
ガ

、
是
摂
ノ

義
。
大
経

二

一

ニ

執
―

持
シ

刀
杖
ヲ

乃
至
斬
ト
イ
フ

首
ヲ

、
是
折
ノ

義
。
雖
ド
モ

与
奪
殊
ニ
ス
ト

途
ヲ

、
倶
ニ

令
ム

利
益
セ

等
云
云
。
（
後

二

一

レ

二

一
レ

二

一

略
）

（

）『
智
恵
亡
国
御
書
』（
一
一
三
〇
頁
）

61
今
の
代
の
天
台
真
言
等
の
諸
宗
の
僧
等
を
や
し
な
う
は
、
外
は
善
根
と
こ
そ
見
ゆ
れ
ど
も
、
内
は
十

悪
五
逆
に
も
す
ぎ
た
る
大
悪
な
り
。
し
か
れ
ば
代
の
を
さ
ま
ら
ん
事
は
、
大
覚
世
尊
の
智
恵
ノ

ご
と

く
な
る
智
人
世
に
有
リ

て
、
仙
豫
国
王
の
ご
と
く
な
る
賢
王
と
よ
り
あ
ひ
て
、
一
向
に
善
根
を
と
ど

め
。
大
悪
を
も
て
八
宗
の
智
人
と
を
も
う
も
の
を
、
或
は
せ
め
、
或
は
な
が
し
、
或
は
せ
（
施
）
を

と
ど
め
、
或
は
頭
を
は
ね
て
こ
そ
、
代
は
す
こ
し
を
さ
ま
る
べ
き
に
て
候
へ
。

（

）『
滝
泉
寺
申
状
』（
一
六
八
二
頁
）

62
仙
豫
国
王
ハ

閻
浮
第
一
ノ

持
戒
之
仁
、
具
―

足
ス
ル

慈
悲
喜
捨
ヲ

菩
薩
ノ

位
也
。
而
モ

又
師
範
也
。
雖
ド
モ

然
リ
ト

二

一

誹
―

謗
ス
ル

法
華
経
ヲ

婆
羅
門
五
百
人
ヲ

刎
頭
ス

。
依
テ

其
功
徳
ニ

登
ル

妙
覚
位
ニ

。

二

一

二

一

二

一

（
一
四
）
第
十
六
王
子

大
通
智
勝
仏
が
出
家
し
な
い
こ
ろ
に
、
一
六
人
の
王
子
が
あ
っ
た
。
大
通
智
勝
仏
が
開
悟
す
る
と
、
一

六
人
の
王
子
は
、
そ
の
も
と
で
小
乗
教
の
四
諦
・
十
二
因
縁
の
教
え
を
聞
く
。
こ
の
教
え
を
い
く
た
び
か

聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
六
人
の
王
子
達
は
出
家
し
て
沙
弥
と
な
り
、
大
通
智
勝
仏
の
も
と
で
他
の
弟
子

達
と
共
に
修
行
す
る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
機
熟
し
た
る
こ
と
を
知
っ
た
大
通
智
勝
仏
は
、
法
華
経
を
説

く
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
法
に
よ
っ
て
、
一
六
人
の
菩
薩
沙
弥
は
悟
り
を
開
き
、
東
方
に
阿
腴
仏
・
須
弥
頂

仏
、
東
南
方
に
師
子
音
仏
・
師
子
相
仏
、
南
方
に
虚
空
住
仏
・
常
滅
仏
、
西
南
方
に
帝
相
仏
・
梵
相
仏
、

西
方
に
阿
弥
陀
仏
・
度
一
切
世
間
苦
悩
仏
、
西
北
方
に
多
摩
羅
跋
栴
檀
香
神
通
仏
・
須
弥
相
仏
、
北
方
に

雲
自
在
仏
・
雲
自
在
王
仏
、
東
北
方
に
壊
一
切
世
間
怖
畏
仏
と
し
て
応
現
し
、
娑
婆
国
土
に
第
一
六
番
目

の
王
子
が
釈
迦
牟
尼
仏
と
し
て
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
法
華
経
』
化
城
喩
品
（
『
開
結
』
二
三
四
頁
）
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に
み
え
る
。
真
蹟
遺
文
中
に
は
十
六
王
子
の
釈
尊
に
つ
い
て
直
接
的
に
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
意
外
に
少
な

く
、
（

）
の
ほ
か
に
も
（

）
に
み
え
る
。
娑
婆
有
縁
の
釈
尊
観
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
中
に
引
か
れ

63

11

る
。

（

）『
一
代
五
時
鶏
図
』
二
三
四
一
頁

63

┌
主

┌
第
一
阿
腴
仏
─
─
─
─
種
熟
脱

東
方
有
縁
┤
師

│

└
親

│

┌
主

十
六
王
子
─
大
通
太
子
─
沙
弥
─
┤
第
九
阿
弥
陀
仏
─
─
─
種
熟
脱

西
方
有
縁
┤
師

│

└
親

│

┌
主

└
第
十
六
釈
迦
牟
尼
仏
─
種
熟
脱

娑
婆
世
界
┤
師

└
親

（
一
五
）
転
輪
聖
王

人
界
で
最
勝
の
全
世
界
統
一
の
大
帝
王
で
、
転
輪
王
・
輪
王
と
も
い
う
。
七
宝
、
四
神
徳
、
三
十
二
相

を
備
え
る
と
い
う
。
昔
、
釈
尊
が
転
輪
聖
王
と
し
て
菩
薩
行
を
積
ん
で
い
た
時
、
「
夫
生
レ
テ

輙
死
ス

此
滅
ヲ

為
ス

楽
ト

」
の
八
字
の
偈
を
供
養
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
身
を
千
ヶ
所
え
ぐ
ら
せ
、
そ
こ
に
油
を
浸
し
て
火

レ
を
点
け
て
千
灯
を
と
も
し
た
。
ま
た
、
見
る
人
を
し
て
求
道
の
志
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
、
壁
や
路
に
こ

の
八
字
を
書
き
付
け
さ
せ
た
。
こ
の
千
灯
の
光
明
は
、
帝
釈
天
の
住
利
天
ま
で
届
い
て
、
そ
の
灯
火
と
な

っ
た
と
い
う
。
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻
二
（
『
正
蔵
』
三
巻
一
三
四
頁
ｂ
～
ｃ
）
に
み
え
る
。
遺
文
で

は
、（

）
に
、
成
仏
論
の
説
示
中
に
引
か
れ
る
。

64

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
二
頁
）

64
昔
、
釈
迦
菩
薩
転
輪
王
た
り
し
時
、
夫
生
レ
テ

輙
死
ス

此
滅
ヲ

為
ス

楽
ト

の
八
字
を
尊
ヒ

給
フ

故
に
、
身
を
か

レ

へ
て
千
燈
に
と
も
し
て
、
此
八
字
を
供
養
し
給
ヒ

、
人
を
す
ゝ
め
て
石
壁
要
路
に
か
き
つ
け
て
、
見

る
人
を
し
て
菩
提
心
を
お
こ
さ
し
む
。
此
光
明
住
利
天
に
至
る
。
天
の
帝
釈
並
ニ

諸
天
の
燈
と
な
り

給
ヒ

き
。

（
一
六
）
忍
辱
仙
人

釈
尊
の
本
生
で
、
迦
梨
王
の
世
に
忍
辱
を
行
じ
た
仙
人
の
こ
と
。
迦
梨
王
は
、
綵
女
ら
と
野
遊
し
た
時
、

綵
女
ら
が
仙
人
を
廻
っ
て
法
を
聴
く
の
を
怒
り
、
仙
人
の
両
手
足
を
断
っ
た
が
、
仙
人
は
な
お
忍
辱
を
護

っ
た
と
い
う
。
『
六
度
集
経
』
巻
五
（
『
正
蔵
』
三
巻
二
五
頁
ａ
）
、
『
菩
薩
本
行
経
』
巻
下
（
『
正
蔵
』
三

巻
一
一
九
頁
ｂ
）
、『
賢
愚
経
』
巻
二
（
『
正
蔵
』
四
巻
三
五
九
頁
ｃ
）
な
ど
に
み
え
る
。
遺
文
で
は
、（

）
65

に
、
成
仏
論
の
説
示
中
に
引
か
れ
る
。

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）
→
（

）
参
照

65

10

（
一
七
）
能
施
太
子

釈
尊
本
生
譚
の
一
名
。
大
国
王
の
太
子
と
し
て
生
ま
れ
た
能
施
太
子
は
、
世
々
に
わ
た
る
宿
願
を
成
就

す
る
た
め
に
父
王
に
懇
願
し
て
、
城
内
の
宝
蔵
を
開
き
、
衣
食
に
貧
窮
す
る
衆
生
に
施
し
た
が
、
財
宝
が

乏
し
く
な
る
と
、
如
意
宝
珠
を
得
ん
と
願
い
、
多
難
を
克
服
し
て
海
中
の
龍
宮
に
至
り
、
龍
王
よ
り
宝
珠
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を
譲
り
受
け
て
、
無
量
の
衆
生
に
衣
食
を
施
し
た
と
い
う
。
『
賢
愚
経
』
巻
八
（
『
正
蔵
』
四
巻
四
〇
五

頁
ａ
）
、
『
大
智
度
論
』
巻
一
二
（
『
正
蔵
』
二
五
巻
一
五
一
頁
ａ
）
な
ど
に
み
え
る
。
『
大
智
度
論
』
で

は
、
能
施
太
子
の
行
為
を
布
施
に
精
進
を
兼
ね
る
例
と
釈
す
。
遺
文
で
は
、
（

）
（

）
に
お
い
て
、

66

67

因
果
具
足
の
成
仏
論
の
説
示
中
に
引
か
れ
る
。

（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
四
頁
）
→
（

）
参
照

66

10

（

）『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
』（
七
〇
七
頁
）
→
（

）
参
照

67

11

（
一
八
）
因
位
名
未
詳
（
癩
病
人
に
触
れ
る
釈
迦
菩
薩
の
因
行
）

昔
、
釈
尊
が
菩
薩
行
を
積
ん
で
い
た
時
、
皮
膚
病
に
冒
さ
れ
た
人
が
、
「
自
分
は
二
十
字
の
正
法
を
も

っ
て
い
る
。
も
し
自
分
を
さ
す
っ
た
り
、
抱
い
た
り
、
舐
め
た
り
し
て
、
毎
日
、
汝
の
身
肉
を
三
斤
与
え

れ
ば
説
こ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て
「
如
来
ハ

証
シ

涅
槃
ヲ

永
ク

断
ジ
タ
マ
フ

於
生
死
ヲ

若
シ

有
ラ

二

一

二

一

二

バ

至
心
ニ

聴
ク
コ
ト

当
ニ

得

無
量
ノ

楽
ヲ

」
の
二
十
字
を
得
て
仏
と
な
っ
た
と
い
う
。
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
二

一

レ

二

一

〇
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
九
七
頁
ａ
～
ｂ
）
に
み
え
る
。
遺
文
で
は
、
（

）
（

）
に
お
い
て
、
因
果
具

68

69

足
の
成
仏
論
の
説
示
中
に
引
か
れ
る
。

（

）『
開
目
抄
』（
六
〇
九
頁
）
→
（
６
）
参
照

68
（

）『
日
妙
聖
人
御
書
』（
六
四
二
頁
）

69
昔
、
釈
迦
菩
薩
仏
法
を
求
め
給
き
。
癩
人
あ
り
。
此
人
に
む
か
つ
て
我
れ
正
法
を
持
て
り
。
其
字
二

十
な
り
。
我
癩
病
を
さ
す
り
、
い
だ
き
、
ね
ぶ
り
、
日
に
両
三
斤
の
肉
を
あ
た
へ
ば
説
ク

べ
し
と
云
フ

。

彼
が
申
ス

ご
と
く
し
て
、
二
十
字
を
得
て
仏
に
な
り
給
フ

。所
謂
如
来
ハ

証
シ

涅
槃
ヲ

永
ク

断
ジ
タ
マ
フ

於
生
死
ヲ

。

二

一

二

一

若
シ

有
ラ
バ

至
心
ニ

聴
ク
コ
ト

当
ニ

得

無
量
ノ

楽
ヲ

等
云
云
。

二

一

レ

二

一

こ
の
ほ
か
、
日
蓮
遺
文
中
の
本
生
譚
に
関
し
て
は
、
真
蹟
こ
そ
現
存
し
な
い
も
の
の
、
『
起
世
経
』
巻

一
〇
（
『
正
蔵
』
一
巻
三
六
三
頁
ａ
）
、
『
中
阿
含
経
』
巻
一
一
（
『
正
蔵
』
一
巻
四
九
四
頁
ｂ
）
、
『
頂
生

王
因
縁
経
』
巻
一
（
『
正
蔵
』
三
巻
三
九
三
頁
ａ
）
等
に
み
え
る
頂
生
王
が
、
『
呵
責
謗
法
滅
罪
鈔
』
（
七

八
二
頁
）
に
、
『
悲
華
経
』
巻
二
（
『
正
蔵
』
三
巻
一
七
四
頁
ｃ
）
に
み
え
る
宝
海
梵
士
が
、
『
浄
蓮
房
御

書
』
（
一
〇
七
六
頁
）
、
『
松
野
殿
御
消
息
』
（
一
二
七
七
頁
）
に
、
『
賢
愚
経
』
巻
一
（
『
正
蔵
』
四
巻
三

五
〇
頁
ａ
）
、
『
大
乗
同
性
経
』
巻
上
（
『
正
蔵
』
一
六
巻
六
四
〇
頁
ｃ
）
等
に
み
え
る
楞
伽
王
が
、
『
一

念
三
千
理
事
』（
七
九
頁
）
に
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
る
。

三
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
釈
尊
本
生
譚
引
用
の
特
色

日
蓮
聖
人
の
釈
尊
本
生
譚
の
用
例
を
整
理
す
る
と
、以
下
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
ａ
）
成
仏
に
関
す
る
説
示

日
蓮
遺
文
中
に
引
か
れ
る
本
生
譚
の
ほ
と
ん
ど
が
、
釈
尊
の
因
行
、
す
な
わ
ち
釈
尊
が
成
仏
の
果
徳

を
得
る
に
あ
た
っ
て
修
し
た
因
位
の
菩
薩
行
に
つ
い
て
説
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
（
ｂ
）
～

（
ｅ
）
に
み
ら
れ
る
本
生
譚
受
容
の
特
色
に
お
い
て
も
、
こ
の
基
本
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
、

特
に
成
仏
論
と
の
関
連
に
主
眼
を
お
い
て
、
そ
の
因
行
が
論
じ
ら
れ
る
も
の
に
限
っ
て
み
て
も
、

（
１
）
（
６
）
（
７
）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

24

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）

31

34

37

41

43

44

47

56

62

64

65

66

67

68

69

な
ど
、
数
多
く
の
遺
文
に
散
見
さ
れ
る
。
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特
に
、
（
７
）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
な
ど
多
様
な
本
生
譚
を
も
っ
て
譬
説
さ
れ
る

10

24

41

47

64

69

『
日
妙
聖
人
御
書
』
の
例
で
は
、
楽
法
梵
士
・
釈
迦
菩
薩
（
二
種
）
・
雪
山
童
子
・
薬
王
菩
薩
・
常

不
軽
菩
薩
・
須
頭
檀
王
の
七
聖
の
求
法
、
お
よ
び
薩
券
王
子
（
布
施
）
・
尸
毘
王
（
布
施
）
・
須
陀

摩
王
（
持
戒
）
・
忍
辱
仙
人
（
忍
辱
）
・
能
施
太
子
（
布
施
・
精
進
）
・
尚
闍
梨
仙
人
（
禅
定
）
等
に

代
表
さ
れ
る
六
度
因
行
（
但
し
、
「
智
慧
」
に
つ
い
て
は
未
説
で
あ
る
の
で
「
等
」
の
中
に
収
め
る

か
）
を
示
し
、
こ
れ
ら
先
聖
の
因
行
、
総
じ
て
釈
尊
（
但
し
、
厳
密
に
は
釈
尊
の
本
生
譚
で
は
な
い

薬
王
菩
薩
の
例
は
除
く
べ
き
か
）
の
因
行
果
徳
が
妙
の
一
字
に
具
足
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

こ
の
教
義
は
、
本
書
に
先
ん
じ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
『
開
目
抄
』
の
妙
義
釈
（
五
七
〇
頁
）
を
受
け

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
翌
年
に
著
さ
れ
る
『
観
心
本
尊
抄
』
の
妙
義
釈
な
ら
び
に
受
持
譲
与
段
（
七

一
一
頁
）
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
ｂ
）
求
法
・
行
法
の
比
較

先
聖
の
求
法
・
行
法
と
、
末
代
の
行
者
（
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
自
身
）
の
求
法
・
行
法
と
の
比
較
を

論
ず
る
も
の
と
し
て
、（
６
）（
８
）（
９
）（

）（

）（

）（

）（

）（

）（

）（

）（

）

18

23

25

26

28

30

32

33

35

（

）
（

）
（

）
（

）
（

）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
先
聖
と
末
代
の
行

36

42

50

51

53

者
と
の
求
法
・
行
法
の
比
較
に
お
い
て
は
（
６
）
（
８
）
な
ど
の
よ
う
に
、
智
顗
の
「
適
時
而
已
」

や
灌
頂
の
「
取
捨
得
宜
不
可
一
向
」
の
文
を
併
記
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
『
日
妙
聖

人
御
書
』
で
は
、
七
聖
と
末
代
女
人
の
行
法
を
比
較
し
、「
取
捨
得
宜
不
可
一
向
」
の
文
を
挙
げ
て
、

妙
法
五
字
の
受
持
を
勧
め
て
い
る
。

（
ｃ
）
身
軽
法
重
・
死
身
弘
法
・
忍
難
弘
経
の
先
例

（
４
）（
８
）（

）（

）
（

）
（

）（

）（

）（

）（

）（

）。

27

29

37

45

46

50

52

54

55

（
４
）
の
常
不
軽
菩
薩
の
引
例
な
ど
の
よ
う
に
、
仏
の
本
生
譚
以
外
に
も
薬
王
菩
薩
な
ど
の
本
事
因

縁
譚
が
引
か
れ
る
場
合
が
あ
る
が
本
稿
の
考
察
は
釈
尊
本
生
譚
に
限
る
の
で
菩
薩
本
事
は
対
象
外
と

す
る
。

（
ｄ
）
受
難
・
色
読
の
説
示

（

）（

）（

）（

）
。

22

38

39

40

（
ｅ
）
正
法
護
持
・
謗
法
禁
断
の
論
拠

（
２
）
（
３
）
（
４
）
（
５
）
の
事
例
で
は
、
有
徳
王
の
故
事
を
あ
げ
、
正
法
護
持
の
た
め
の
国
家
の

介
入
の
必
要
性
を
説
く
。
こ
こ
で
は
、
釈
尊
の
因
行
に
主
眼
が
お
か
れ
る
の
で
は
な
い
点
が
、
他
の

本
生
譚
受
容
と
は
異
な
る
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
（
４
）（

）（

）（

）（

）（

）

57

58

59

61

62

に
は
、
仙
豫
国
王
の
故
事
を
あ
げ
、
正
法
外
護
者
は
、
正
法
護
持
の
た
め
に
は
、
た
と
え
刀
杖
を
執

持
し
て
も
謗
法
を
根
絶
す
べ
き
こ
と
の
論
拠
と
し
て
い
る
。

（
ｆ
）
授
記
本
生
の
説
示

（

）
の
儒
童
菩
薩
の
一
例
の
み
。

20

（
ｇ
）
そ
の
他

（

）（

）（

）（

）
。

16

48

49

63

四
、
釈
尊
本
生
譚
の
典
拠
に
つ
い
て

日
蓮
遺
文
中
に
お
け
る
本
生
譚
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
原
典
か
ら
の
直
接
的
引
用
の
事
例
は
少
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が
取
意
引
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
長
文
の
解
説
が
な
さ
れ
る
（

）
所
説
の

47

雪
山
童
子
に
つ
い
て
も
、
典
拠
と
な
る
『
大
般
涅
槃
経
』
と
同
一
の
語
句
を
い
く
つ
か
使
用
し
て
は
い
る
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も
の
の
、
全
体
は
経
典
か
ら
の
厳
密
な
引
用
で
は
な
く
、
取
意
引
用
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
他
の

文
献
に
よ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
は
当
時
の
僧
侶
の
教
養
的
知
識
と
し
て
既
知
の
事

柄
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
仏
典
か
ら
の
引
用
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
（
２
）（
３
）
の
有
徳
王
、（

）（

）

57

58

に
み
ら
れ
る
仙
豫
国
王
の
例
な
ど
で
は
、
『
大
般
涅
槃
経
』
の
文
を
ほ
ぼ
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
文
言

の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
手
近
に
披
見
で
き
る
原
典
が
あ
っ
た
か
、
抄
出
し
た
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
典
拠
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
経
典
の
分
析
は
、
他
の
遺
文
中
あ
る
い
は
『
注
法
華
経
』

等
に
も
同
様
の
文
献
か
ら
の
引
用
が
確
認
で
き
る
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
の
学

問
的
環
境
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
法
華
経
』
『
大
般
涅
槃
経
』
『
大
智
度
論
』
等
の
披

見
は
疑
う
余
地
は
な
い
が
、
『
菩
薩
本
生
鬘
論
』
『
菩
薩
本
行
経
』
『
賢
愚
経
』
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
『
六

度
集
経
』
等
は
、
他
の
遺
文
類
に
も
本
生
譚
以
外
に
種
々
多
様
な
引
用
・
断
章
あ
る
い
は
取
意
引
用
が
み

ら
れ
る
か
確
認
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
考
察
を
試
み
た
い
。

五
、
摂
折
論
と
本
生
譚

さ
て
先
述
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
の
本
生
譚
受
容
の
特
色
と
し
て
（
ａ
）
～
（
ｇ
）
の
種
々
相
が
あ
げ

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
（
ｂ
）
（
ｃ
）
（
ｄ
）
な
ど
、
末
法
に
お
け
る
弘
法
・
弘
経
と
、
先
聖
の

そ
れ
と
の
比
較
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
看
過
で
き
な
い
事
柄
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
九
）
に
取
り
上
げ

た
常
不
軽
菩
薩
の
故
事
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
折
伏
の
模
範
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
争

点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
開
目
抄
』（
六
〇
六
頁
）
の
「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。

安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
キ

時
は
折
伏
を
前
と
す
。
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
一
節
に
関

し
て
、
今
成
元
昭
氏
は
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
語
は
後
に
加
筆
・
改
竄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
ま
た
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
は
折
伏
行
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
日
蓮
聖
人
の
行
軌
も
折
伏
で

は
な
い
と
す
る
主
張
す
る
。
更
に
、
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
三
八
四
頁
ａ
～
）
の
執

持
刀
杖
論
お
よ
び
『
観
心
本
尊
抄
』
（
七
一
九
頁
）
の
「
此
四
菩
薩
、
現
ズ
ル

折
伏
ヲ

時
ハ

成
テ

賢
王
ト

誡
―

責
シ

二

一

二

一

二

愚
王
ヲ

、
行
ズ
ル

摂
受
ヲ

時
ハ

成
テ

僧
ト

弘
―

持
ス

正
法
ヲ

」
の
会
通
に
も
と
づ
き
、
本
来
、
折
伏
と
は
、
出
家
者
が

一

二

一

レ

二

一

自
ら
行
う
も
の
で
は
な
く
、
出
家
者
の
宗
教
的
真
価
に
信
伏
し
た
為
政
者
や
諸
天
善
神
・
諸
菩
薩
ら
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
威
力
に
よ
っ
て
邪
法
の
徒
に
懲
罰
（
調
伏
・
降
伏
）
を
与
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
存
在
す
る

も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
４
）

い
ま
、
こ
こ
で
本
稿
の
考
察
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
一
々
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
と
、
以
下
の

通
り
と
な
る
。

（
ⅰ
）「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
存
否
に
つ
い
て

『
開
目
抄
』「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
字
句
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
本
書
は
既
に
焼
失
し
て
お
り
、

そ
の
全
容
は
写
本
に
よ
っ
て
の
み
し
か
復
元
で
き
な
い
。
『
開
目
抄
』
全
編
の
写
本
が
残
っ
て
い
る

も
の
の
な
か
で
最
古
の
文
献
と
な
る
祖
滅
一
三
四
年
成
立
の
日
存
写
本
（
尼
崎
本
興
寺
蔵
）
に
は
、

「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
は
な
い
。
ま
た
、
現
存
最
古
の
写
本
録
内
御
書
と
い
わ
れ
る
祖
滅
一

六
一
年
成
立
の
平
賀
本
録
内
御
書
（
平
賀
本
土
寺
蔵
）
に
は
「
如
常
不
軽
品
イ

」
と
の
記
述
が
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
イ

」
と
は
、
異
本
ま
た
は
異
筆
の
意
味
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
『
開
目

抄
』
写
本
に
は
、
表
記
こ
そ
異
な
る
が
、
多
く
に
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
語
が
み
え
る
。
重
要

（
５
）

な
の
は
日
存
本
・
平
賀
本
の
存
在
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
真
蹟
の
『
開
目
抄
』
に
は
「
常
不
軽
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品
の
ご
と
し
」
の
語
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
ⅱ
）「
国
」
と
「
機
」
に
つ
い
て

「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
語
が
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
今
一
度
『
開
目
抄
』
の
「
無
智

悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
き
時
は
折

伏
を
前
と
す
」
の
一
節
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
「
無
智
悪
人
」
の
国
に
は
「
摂
受
」
が
、
「
邪

智
謗
法
」
の
国
に
は
「
折
伏
」
が
ま
ず
第
一
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

る
と
、
日
蓮
聖
人
は
、
当
時
の
日
本
国
を
「
無
智
悪
人
」
と
「
邪
智
謗
法
」
の
ど
ち
ら
と
認
識
し
て

い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
（
四
四
六
頁
）
の
「
日
本

国
当
世
は
国
一
同
に
不
孝
謗
法
の
国
な
る
べ
し
」
の
文
を
は
じ
め
、
『
報
恩
抄
』
（
一
二
二
二
頁
）
、

『
諫
暁
八
幡
抄
』
（
一
八
三
四
頁
）
に
日
蓮
聖
人
は
日
本
国
を
「
謗
法
」
の
国
と
認
識
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
謗
法
の
国
、
逆
縁
の
機
に
対
し
て
常
不
軽
菩
薩
品
の
但
行
礼
拝
と
同
様
の
行
軌
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
（

）
『
法
華
取
要
抄
』
の
文
か
ら
も
明
ら
か
で
、
『
開
目
抄
』
の
「
邪
智
謗

26

法
の
者
多
き
時
は
折
伏
」
の
文
と
併
せ
み
る
と
、
折
伏
の
在
り
方
は
忍
難
弘
経
を
専
ら
と
す
る
不
軽

品
の
ご
と
し
と
い
う
解
釈
に
な
る
。

さ
ら
に
ま
た
、『
寺
泊
御
書
』（
五
一
四
頁
）
に
、「
或
人
云
ク

、
如
キ
ハ

勧
持
品
ノ

者
深
位
ノ

菩
薩
ノ

義
也
。

二

一

違
ス
ト

安
楽
行
品
ニ

」
と
み
え
る
一
節
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
門
弟
等
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
行
法
は

二

一

忍
難
弘
経
を
説
い
た
勧
持
品
の
ご
と
き
で
あ
り
、
安
楽
行
品
に
た
が
い
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
不
軽
品
と
い
う
記
述
こ
そ
な
い
が
、
門
弟
等
の
間
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
言
動
は
「
勧
持
品

の
ご
と
し
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
同
時
に
日
蓮
聖
人
の

言
動
は
、
「
安
楽
行
品
」
と
も
違
う
と
い
う
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
開
目
抄
』

の
「
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
」
の
記
述
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
逆
縁
に
た
い
す
る
弘

経
の
姿
勢
は
摂
受
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
（

）
『
寺
泊
御
書
』
の
文
と
照
ら
し

23

合
わ
せ
れ
ば
、
勧
持
品
と
不
軽
品
と
は
「
時
」
の
先
後
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
忍
難
弘
経
と
い
う
行
法

が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
は
等
価
値
で
あ
る
と
看
取
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
開
目
抄
』
の
「
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
言
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
が
、
文
脈
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
他
の
遺
文
と
の
照
合
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、

そ
の
不
軽
品
に
も
と
づ
い
た
「
折
伏
」
な
る
も
の
が
、
日
蓮
聖
人
に
お
い
て
い
か
に
定
義
さ
れ
て
い

る
か
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
折
伏
の
主
体
と
客
体
に
つ
い
て

誰
が
誰
に
対
し
て
折
伏
を
行
う
か
と
い
う
主
体
と
客
体
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
遺
文
中
に
は
明

確
な
回
答
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
う
ち
、
客
体
に
関
し
て
は
、
逆
縁
・
謗
法
の
徒
で
あ
る
こ
と
は
遺

文
中
の
記
述
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
推
察
で
き
る
が
、
問
題
は
主
体
が
誰
で
あ
る
か
、
な

の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
折
伏
の
定
義
を
明
確
に
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
解
釈
を
困
難
に
し
て
い
る
。

今
成
元
昭
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
折
伏
と
は
、
行
者
が
謗
者
に
対
し
て
直
接
に
断
行
す
る
の
で
は

な
く
、
仏
天
が
行
者
守
護
と
謗
法
治
罰
の
目
的
の
た
め
に
行
う
と
い
う
解
釈
は
説
得
力
が
あ
る
。『
観

心
本
尊
抄
』
（
七
一
九
頁
）
の
「
此
四
菩
薩
、
現
ズ
ル

折
伏
ヲ

時
ハ

成
テ

賢
王
ト

誡
―

責
シ

愚
王
ヲ

」
の
「
四

二

一

二

一

二

一

菩
薩
」
も
、
法
華
経
を
信
ず
る
末
代
幼
稚
の
者
を
守
護
す
る
本
化
の
菩
薩
衆
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い

（
６
）

る
。
「
折
伏
」
に
は
「
行
ず
る
」
で
は
な
く
「
現
ず
る
」
と
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、（

）『
智
恵
亡
国
御
書
』
等
の
説
示
も
看
過
で
き
な
い
。

61

日
蓮
聖
人
自
身
が
本
化
上
行
の
再
誕
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
、
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
（
三
二
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六
頁
）
を
初
見
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
後
、
龍
口
法
難
・
佐
渡
流
罪
を
体
験
し
た
後
に
著
さ
れ
た
『
開

目
抄
』
に
お
い
て
、
改
め
て
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
自
明
の
通
り
、
ま
だ
佐
渡

在
島
中
の
日
蓮
聖
人
の
中
で
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
佐
渡

流
罪
赦
免
あ
る
い
は
他
国
侵
逼
難
の
的
中
等
に
よ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
行
者
た
る
こ
と
を
証

明
す
る
現
証
が
現
れ
は
じ
め
て
か
ら
、そ
の
自
覚
を
強
く
主
張
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
『
観
心
本
尊
抄
』
述
作
の
頃
は
、
ま
だ
本
化
の
四
菩
薩
が
日
蓮
聖
人
に
か
わ
っ
て
折
伏
を

現
じ
て
く
れ
る
も
の
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
末
法
の
時
・
謗
法
の
国
・
逆
縁
の
機
に
対
す
る
日
蓮
聖
人
の
弘
経
法
は
、
常
不
軽
菩

薩
品
あ
る
い
は
勧
持
品
の
ご
と
く
忍
難
弘
経
を
正
意
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
末
法
の
時
・

謗
法
の
国
・
逆
縁
の
機
に
対
し
て
は
「
折
伏
」
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
正
法
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
こ
と
も
変
わ
り
は
な
い
。
さ
ら
に
、
（

）
『
法
華
取
要
抄
』
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
蓮
聖

26

人
に
お
い
て
は
、
摂
受
・
折
伏
ど
ち
ら
か
一
方
を
正
意
と
す
る
の
で
は
な
く
、
順
縁
に
は
摂
受
が
行
ぜ
ら

れ
、
逆
縁
に
は
折
伏
が
現
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人

に
折
伏
の
理
論
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
重
要
な
教
義
と
し
て
明
ら
か
に
存
す
る
わ
け
で
、
し
か
も
そ

れ
は
末
法
の
時
・
謗
法
の
国
・
逆
縁
の
機
に
対
し
て
は
当
然
の
処
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
在
り
方
が
、
行
者
自
ら
手
を
下
す
も
の
な
の
か
、
仏
天
が
行
者
を
守
護
す
る
た
め
に
謗
者
に
断
行
す
る

も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
従
来
よ
り
解
釈
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
、
日
蓮
遺
文
に
み
る
釈
尊
本
生
譚
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

本
稿
で
は
、
遺
文
中
の
用
例
を
確
認
し
、
本
生
譚
受
容
の
特
色
を
整
理
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
日
蓮

聖
人
は
本
生
譚
を
実
に
多
面
的
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
特
に
、
求
法
あ
る
い
は
弘

法
の
先
例
と
し
て
引
く
こ
と
が
多
く
、
そ
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
常
不
軽
菩
薩
や
仙
豫
国
王
な
ど
、
摂
折
論
に
関
わ
る
重
要
な
本
生
譚
に
つ

い
て
も
小
考
を
加
え
た
が
、
摂
折
論
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
の
明
白
な
定
義
が
な
く
、
遺
文
中
の
わ
ず

か
な
説
示
か
ら
で
は
断
定
的
結
論
を
導
き
出
し
に
く
い
点
も
あ
り
、
今
後
更
な
る
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
御
教
示
を
賜
っ
た
今
成
元
昭
氏
対
し
、
甚
深
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

註

（
１
）『
観
心
本
尊
抄
』
七
〇
七
頁
参
照
。

（
２
）
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
弟
子
・
菩
薩
な
ど
の
過
去
世
の
因
縁
を
説
く
も
の
を
本
事
（
伊
帝
目
多
伽
）
と
い
う
。

（
３
）
高
森
大
乗
稿
「
法
華
七
喩
と
日
蓮
聖
人
の
末
法
救
済
論
―
三
車
火
宅
喩
と
良
医
治
子
喩
の
解
釈
を
中
心
に
―
」『
仏

教
学
論
集
』
二
三
号
所
載
、
一
九
九
九
年
。

（
４
）
今
成
元
昭
稿
「
教
団
に
お
け
る
偽
書
の
生
成
と
展
開
―
日
蓮
の
場
合
」『
仏
教
文
学
』
二
九
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、

他
。
氏
は
、
特
に
密
教
で
は
、
明
王
は
折
伏
門
に
住
し
、
菩
薩
は
摂
受
門
に
住
す
る
こ
と
（
『
密
教
大
辞
典
』
法
蔵

館
他
）
に
着
目
し
、
菩
薩
と
し
て
仏
道
を
行
ず
る
者
の
弘
経
法
は
、
摂
受
以
外
に
な
い
こ
と
を
主
張
。
折
伏
は
行
者

が
謗
者
に
直
接
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、
行
者
守
護
の
仏
天
が
謗
法
治
罰
の
た
め
に
行
う
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
。

そ
し
て
、
日
蓮
聖
人
在
世
中
に
お
こ
っ
た
正
嘉
の
大
地
震
、
文
永
の
大
彗
星
、
二
月
騒
動
、
蒙
古
襲
来
こ
そ
が
、
ま

さ
に
こ
の
折
伏
の
現
証
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
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（
５
）
庵
谷
行
亨
稿
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
摂
受
と
折
伏
に
つ
い
て
」『
現
代
宗
教
研
究
』
三
八
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、

他
。
庵
谷
行
亨
氏
は
、
多
く
の
遺
文
写
本
が
示
す
よ
う
に
、
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
は
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
の
事
実
を
示
す
日
存
上
人
写
本
・
平
賀
本
録
内
御
書
の
存
在
は
看
過
で

き
な
い
。

（
６
）
『
観
心
本
尊
抄
』
末
文
「
天
晴
地
明
段
」
に
も
、
末
代
幼
稚
の
信
者
に
対
し
て
は
「
四
大
菩
薩
ノ

守
―

護
ス

此
人
ヲ

」

二

一

と
の
表
現
あ
り
。


